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第３次新潟市障がい者計画 達成状況 

１ 地域生活の支援

（１）相談支援体制の充実

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人が身近なところで、いつで

も相談や情報提供が受けられる体制の整備を

進め、必要な情報が必要な人に届くようにし

ます。 

今後は、基幹相談支援センターにおいて、

障がい種別や年齢等を問わず、あらゆる相談

を受け止め、総合的な支援を行うとともに、

より専門的な支援が必要な場合には、他の専

門相談機関と連携した支援を行い、だれもが

安心して相談できる体制を整えます。さらに、

当センターでは、地域移行・地域定着に関す

ること、相談支援体制の強化、権利擁護、虐

待防止、差別解消などにも取組みます。 

また、各区役所や関連部署との連携を深め

るとともに、各種研修を実施し、職員や相談

員の能力向上に努めていきます。併せて、各

区に配置しているピアカウンセラーの積極的

な活用や、適切な医療の提供に繋がるよう関

係機関との連携に努めます。 

その中で、家族の状況など障がいのある人

をとりまく環境の変化にともなう不安を解消

し、障がいのある人が地域で安心して自立し

た生活ができるよう、在宅サービスや経済的

基幹相談支援センターや各地域の相談員等

を通じて、障がい者やその家族に各種情報の

提供及び適切な支援等を行いました。 

こころの健康センターにおいて、精神障が

い者及びその家族などの、精神疾患やストレ

スなどによる様々な精神的不安、不適応状態

などに関する相談を実施しました。（相談実

績：来所相談件数 延 436 件、電話相談件数

延 3,931 件、訪問相談件数 延 4件） 

また、土曜日の相談として、「臨床心理士

によるうつ・ストレス相談（開催回数 48 回、

相談件数 延 57 件）」を実施しました。 

なお、主な相談機関の相談実績は、下記の

とおりです。 

・基幹相談支援センター事業（相談件数

25,272 件 うち障がい児に係る相談件

数 4,078 件） 

・児童相談所（相談件数 2,773 件） 

・身体障がい者更生相談所 

（相談件数 4,043 件）

・知的障がい者更生相談所 

（相談件数 404 件）

また、各基幹相談支援センターに障がい児

基幹相談支援センターや各地域の相談員等

を通じて、障がい者やその家族に各種情報の

提供及び適切な支援等を行いました。 

こころの健康センターにおいて、精神障が

い者及びその家族などの、精神疾患やストレ

スなどによる様々な精神的不安、不適応状態

などに関する相談を実施しました。（相談実

績：来所相談件数 延 497 件、電話相談件数

延 4,137 件、訪問相談件数 0 件） 

また、土曜日の相談として、「臨床心理士

によるうつ・ストレス相談（開催回数 48 回、

相談件数 延 42 件）」を実施しました。 

なお、主な相談機関の相談実績は、下記の

とおりです。 

・基幹相談支援センター事業（相談件数

28,625 件 うち障がい児に係る相談件

数 4,078 件） 

・児童相談所（相談件数 3,211 件） 

・身体障がい者更生相談所 

（相談件数 3,987 件）

・知的障がい者更生相談所 

（相談件数 377 件）

また、各基幹相談支援センターに障がい児

基幹相談支援センターや各地域の相談員等

を通じて、障がい者やその家族に各種情報の

提供及び適切な支援等を行いました。 

こころの健康センターにおいて、精神障が

い者及びその家族などの、精神疾患やストレ

スなどによる様々な精神的不安、不適応状態

などに関する相談を実施しました。（相談実

績：来所相談件数 延 471 件、電話相談件数

延 4,647 件、訪問相談件数 2 件） 

また、土曜日の相談として、「臨床心理士

によるうつ・ストレス相談（開催回数 48 回、

相談件数 延 30 件）」を実施しました。 

なお、主な相談機関の相談実績は、下記の

とおりです。 

・基幹相談支援センター事業（相談件数

28,402 件 うち障がい児に係る相談件

数 4,338 件） 

・児童相談所（相談件数 3,313 件） 

・身体障がい者更生相談所 

（相談件数 4,154 件）

・知的障がい者更生相談所 

（相談件数 391 件）

また、各基幹相談支援センターに障がい児
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支援、権利擁護の相談などの必要な情報や支

援を受けられるようにします。 

支援コーディネーターを配置し、障がい児に

関する専門的相談体制の充実を図りました。

また障がい児支援コーディネーターのスキル

向上や情報共有等のため、関係機関を交えた

障がい児支援コーディネーター連絡会（10回）

を開催しました。 

支援コーディネーターを配置し、障がい児に

関する専門的相談体制の充実を図りました。

また障がい児支援コーディネーターのスキル

向上や情報共有等のため、関係機関を交えた

障がい児支援コーディネーター連絡会（10回）

を開催しました。 

支援コーディネーターを配置し、障がい児に

関する専門的相談体制の充実を図りました。

また障がい児支援コーディネーターのスキル

向上や情報共有等のため、関係機関を交えた

障がい児支援コーディネーター連絡会（10回）

を開催しました。 

②さらに、障がいの特性に起因して生じた緊

急事態等の相談に対応できるよう、夜間を含

めた常時の連絡体制の確保に努めます。 

基幹相談支援センターや、地域定着支援（障

害福祉サービス）、地域で暮らす障がい者を

支える体制づくり事業（2か所 対応件数 586

件）を行うことにより、夜間を含めた常時の

相談連絡体制を確保しました。 

コミュニケーション支援事業において、警

察・消防・医療機関と連携し、休日や夜間の

病気や事故などの緊急時に手話・要約筆記奉

仕員を派遣できる体制を整備しました。 

基幹相談支援センターや、地域定着支援（障

害福祉サービス）、地域で暮らす障がい者を

支える体制づくり事業（2か所 対応件数 390

件）を行うことにより、夜間を含めた常時の

相談連絡体制を確保しました。 

コミュニケーション支援事業において、警

察・消防・医療機関と連携し、休日や夜間の

病気や事故などの緊急時に手話・要約筆記奉

仕員を派遣できる体制を整備しました。 

基幹相談支援センターや、地域定着支援（障

害福祉サービス）、地域で暮らす障がい者を

支える体制づくり事業（2か所 対応件数 302

件）を行うことにより、夜間を含めた常時の

相談連絡体制を確保しました。 

コミュニケーション支援事業において、警

察・消防・医療機関と連携し、休日や夜間の

病気や事故などの緊急時に手話・要約筆記奉

仕員を派遣できる体制を整備しました。 

③発達障がい、難病、高次脳機能障がい、強

度行動障がいなどへの対応については、それ

ぞれの障がいに関する専門医療機関との連携

や支援体制の充実に努めます。 

新潟市発達障がい支援センターの相談支援

等において、専門医療機関から嘱託医を手配

し専門医による相談（10件）を実施しました。

難病への対応については、在宅難病患者と

その家族に対し、訪問指導（実人数 386 人、

訪問回数 615 件）を実施するとともに、新潟

市難病対策連絡会議（H27.8.3、H28.1.18）を

開催しました。28 年度には新たに新潟市難病

対策地域協議会を設置する予定です。 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

新潟市発達障がい支援センターの相談支援

等において、専門医療機関から嘱託医を手配

し専門医による相談（15件）を実施しました。

難病への対応については，在宅難病患者と

その家族に対し，訪問指導（実人数 356 人，

訪問回数 531 件）を実施しました。平成 28 年

度に，新たに新潟市難病対策地域協議会を設

置し，全体会議を 2回，部会(人材育成部会，

多職種連携・支援体制検討部会を合同)を 1回

開催しました。 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

新潟市発達障がい支援センターの相談支援

等において、専門医療機関から嘱託医を手配

し専門医による相談（9件）を実施しました。

難病への対応については，在宅難病患者と

その家族に対し，訪問指導（実人数 340 人，

訪問回数 542 件）を実施しました。新潟市難

病対策地域協議会の全体会議を 2回，部会(人

材育成部会，多職種連携・支援体制検討部会)

を各 2 回開催し、課題の検討から多職種連携

研修会と難病患者支援従事者研修会（介護支

援専門員とリハビリ専門職）を開催しました。

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高
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次脳機能障害支援従事者研修会（H28.2.3・参

加者数 45 人、新潟県新潟地域振興局と共催）

を開催するとともに、新潟県高次脳機能障害

相談支援センターや関係機関と取り組みを検

討しました。

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

支援（相談件数 14 件）を行いました。高次脳

機能障害の理解と対応について学ぶ「高次脳

機能障害支援従事者研修会（参加数 45 人）」

を開催しました。 

強度行動障がいについては、適切な支援を

行うことができる事業所及び職員を増やすた

め、市内の施設・事業所職員を対象に新潟県

が主催する「強度行動障がい支援者養成研修

（修了者 82 人）」の受講に係る費用の助成を

行いました。また、より実践力をつけてもら

うことを目的として、独自に「新潟市強度行

動障がい者（児）支援実地研修（修了者 26 人）」

を開催しました。 

次脳機能障害支援従事者研修会（H28.11.16・

参加者数 59 人、新潟県新潟地域振興局と共

催）を開催するとともに、新潟県高次脳機能

障害相談支援センターや関係機関と取り組み

を検討しました。 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

支援（相談件数 6 件）を行いました。高次脳

機能障害の理解と対応について学ぶ「高次脳

機能障害支援従事者研修会（参加数 59 人）」

を開催しました。 

強度行動障がいについては、適切な支援を

行うことができる事業所及び職員を増やすた

め、市内の施設・事業所職員を対象に新潟県

が主催する「強度行動障がい支援者養成研修

（修了者 97 人）」の受講に係る費用の助成を

行いました。また、より実践力をつけてもら

うことを目的として、独自に「新潟市強度行

動障がい者（児）支援実地研修（修了者 25 人）」

を開催しました。 

次脳機能障害支援従事者研修会（H29.12.8・

参加者数 18 人、新潟県新潟地域振興局と共

催）を開催するとともに、新潟県高次脳機能

障害相談支援センターや関係機関と取り組み

を検討しました。 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

こころの健康センターにおいて、支援（相談

件数 10 件）を行いました。高次脳機能障害の

理解と対応について学ぶ「高次脳機能障害支

援従事者研修会（参加 18 人）」を開催しまし

た。 

強度行動障がいについては、適切な支援を

行うことができる事業所及び職員を増やすた

め、市内の施設・事業所職員を対象に新潟県

が主催する「強度行動障がい支援者養成研修

（修了者 118 人）」の受講に係る費用の助成

を行いました。また、より実践力をつけても

らうことを目的として、独自に「新潟市強度

行動障がい者（児）支援実地研修（修了者 24

人）」を開催しました。 

④発達障がいへの支援については、乳幼児期

から学校、卒業後の就労へと途切れのない支

援を行うためには、保健・医療・福祉・教育・

雇用等各分野が相互に連携し、一人ひとりの

障がい種別に応じた早期からの支援体制が重

要となることから、関係機関との連携を図る

とともに、発達障がい支援センターにおいて、

新潟市発達障がい支援センターでは、発達

障がい者とその家族が安心して暮らせるよ

う、支援の連携拠点として相談支援等を実施

しました。（相談件数：7,778件） 

また、療育支援体制強化の取り組みの一つ

として各保育園・幼稚園の主任保育士等を対

象とした発達支援コーディネーター養成研修

新潟市発達障がい支援センターでは、発達

障がい者とその家族が安心して暮らせるよ

う、支援の連携拠点として相談支援等を実施

しました。（相談件数：9,587件） 

また、療育支援体制強化の取り組みの一つ

として各保育園・幼稚園の主任保育士等を対

象とした発達支援コーディネーター養成研修

新潟市発達障がい支援センターでは、発達

障がい者とその家族が安心して暮らせるよ

う、支援の連携拠点として相談支援等を実施

しました。（相談件数：9,266件） 

また、療育支援体制強化の取り組みの一つ

として各保育園・幼稚園の主任保育士等を対

象とした発達支援コーディネーター養成研修
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発達障がいのある人やその家族に対する相談

支援体制の強化を図ります。 

を開催し、58名の発達支援コーディネーター

を養成したほか、前年度の養成研修修了者を

対象としたフォローアップ研修を実施し、技

能の向上を図りました。 

療育教室については、全区で実施し、言葉

や社会性等の発達の遅れがみられる乳幼児へ

の支援やその保護者への助言等を行いまし

た。 

を開催し、67名の発達支援コーディネーター

を養成したほか、前年度の養成研修修了者を

対象としたフォローアップ研修を実施し、技

能の向上を図りました。 

療育教室については、全区で実施し、言葉

や社会性等の発達の遅れがみられる乳幼児へ

の支援やその保護者への助言等を行いまし

た。 

を開催し、64名の発達支援コーディネーター

を養成したほか、前年度の養成研修修了者を

対象としたフォローアップ研修を実施し、技

能の向上を図りました。 

療育教室については、全区で実施し、言葉

や社会性等の発達の遅れがみられる乳幼児へ

の支援やその保護者への助言等を行いまし

た。 

⑤自宅でのひきこもりに対する支援について

は、ひきこもり相談支援センターが関係機関

と連携しながら、ひきこもりで悩むご本人や

家族支援も含めた訪問支援活動も実施しま

す。また、ひきこもりの実態把握調査等によ

りひきこもりの現状把握を行い、支援体制の

在り方を検討します。 

長期間自宅にひきこもっている方の回復と

社会参加を目指して、新潟市ひきこもり相談

支援センターを拠点として支援を実施しまし

た。（相談件数・延 1,296 件、訪問件数・延

288 件、居場所の開催 50回・延 372 人参加、

家族会の開催 2回・延 52 人参加、ひきこもり

支援連絡会の開催 1回） 

長期間自宅にひきこもっている方の回復と

社会参加を目指して、新潟市ひきこもり相談

支援センターを拠点として支援を実施しまし

た。（相談件数・延 1,320 件、訪問件数・延

430 件、居場所の開催 62回・延 406 人参加、

家族会の開催 2回・延 59 人参加、ひきこもり

支援連絡会の開催 1回） 

長期間自宅にひきこもっている方の回復と

社会参加を目指して、新潟市ひきこもり相談

支援センターを拠点として支援を実施しまし

た。（相談件数・延 1,294 件、訪問件数・延

354 件、居場所の開催 66回・延 355 人参加、

家族会の開催 2回・延 41 人参加、ひきこもり

支援連絡会の開催 1回） 

⑥災害時に必要となる被災者の相談支援体制

については、関係機関や福祉施設などとの連

携を図りながら、その充実に努めます。 

各区に1か所ずつ福祉避難所の指定を行っ

ているほか、区で複数の福祉避難所が必要な

場合などに備え、特別養護老人ホームや障害

者支援施設（延61施設）とも協定を締結して

おり、引き続き災害時の避難生活において配

慮が必要な人の支援体制を確保しました。 

各区に1か所ずつ福祉避難所の指定を行っ

ているほか、区で複数の福祉避難所が必要な

場合などに備え、特別養護老人ホームや障害

者支援施設（延61施設）とも協定を締結して

おり、引き続き災害時の避難生活において配

慮が必要な人の支援体制を確保しました。 

各区に1か所ずつ福祉避難所の指定を行っ

ているほか、区で複数の福祉避難所が必要な

場合などに備え、特別養護老人ホームや障害

者支援施設（延69施設）とも協定を締結して

おり、引き続き災害時の避難生活において配

慮が必要な人の支援体制を確保しました。 

⑦これらの相談支援体制を効果的に実施する

ため、地域自立支援協議会等により、関係機

関のネットワーク構築を図るとともに、当事

者からの意見を反映させながら、困難事例へ

の対応方法、地域課題の抽出及び対応する施

策について定期的に協議を行います。 

新潟市障がい者地域自立支援協議会につい

ては、下記のとおり開催するとともに、市と

しての課題から施策等につなげました。 

① 自立支援協議会全体会（主な議題：新

潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例、グループホーム

新潟市障がい者地域自立支援協議会につい

ては、下記のとおり開催するとともに、市と

しての課題から施策等につなげました。 

① 自立支援協議会全体会（主な議題：地

域活動支援拠点等整備について、基幹

相談支援センター事業報告について

新潟市障がい者地域自立支援協議会につい

ては、下記のとおり開催するとともに、市と

しての課題から施策等につなげました。 

① 自立支援協議会全体会（主な議題：地

域生活支援拠点等整備検討、第 5 期障

がい福祉計画及び第 1 期障がい児福祉
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の設置基準の緩和について 等） 

第1回：H27.10.13  第2回：H28.3.25

② 運営事務局会議 

（検討課題：課題解決の方向性づくり）

6回開催（第 1 回：H27.6.29、第 2回：

H27.9.1、第 3回：H27.9.18、第 4 回：

H27.12.17、第 5回：H28.3.9、第 6回：

H28.3.17） 

③ 自立支援協議会報告会 

4 回開催（第 1 回：H27.6.9 第 2 回：

H27.9.8、第 3 回：H27.12.8、第 4 回：

H28.3.10） 

④ 自立支援協議会 

8 区×4回 

⑤ 特別支援学校進路検討部会 

2 回開催（第 1回：H27.11.24、第 2回：

H28.1.19） 

等） 

第1回：H28.10.31  第2回：H29.3.27

② 運営事務局会議 

（検討課題：課題解決の方向性づくり）

6回開催（第 1 回：H28.7.11、第 2回：

H28.9.27、第 3 回：H28.10.13、第 4

回：H28.12.27、第 5 回：H29.1.10、

第 6回：H29.3.17） 

③ 自立支援協議会報告会 

4 回開催（第 1 回：H28.6.10、第 2回：

H28.9.16、第 3 回：H28.12.19、第 4

回：H29.3.10） 

④ 自立支援協議会 

8 区×4回 

⑤ 特別支援学校進路検討部会 

2 回開催（第 1 回：H28.11.18、第 2

回：H29.3.1） 

計画 等） 

第 1回：H29.10.30 第 2回：H30.3.19

② 運営事務局会議 

（検討課題：課題解決の方向性づくり）

4回開催（第 1回：H29.7.5、第 2回：

H29.10.5、第 3回：H29.12.14、第 4

回：H30.3.7） 

③ 自立支援協議会報告会 

4 回開催（第 1回：H29.6.1、第 2回：

H29.9.1、第 3回：H29.12.1、第 4 回：

H30.3.1） 

④ 自立支援協議会 

8 区×4回 
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（２）在宅サービスの充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①必要な人が必要なサービスを受けられるよ

う、適切なサービスの供給を確保していくと

ともに、サービスの質の向上に努めます。 

居宅介護をはじめとする各種サービスにつ

いて、人工鼻を日常生活用具の給付品目に含

めるなど、適切な供給と質の向上に努めまし

たが、利用状況はサービスによっては毎年右

肩上がりとなっており、限られる財源の有効

活用が必要となっています。なお、各種サー

ビスの供給実績は、以下のとおりです。 

・居宅介護（3 月分：実利用人数 969 人、

利用時間 26,354 時間） 

・行動援護（3月分：実利用人数 62 人、利

用時間 783 時間） 

・同行援護（3 月分：実利用人数 184 人、

利用時間 3,774 時間） 

・重度訪問介護（3月分：実利用人数 27 人、

利用時間 10,731 時間） 

・重度障がい者等包括支援（3 月分：実利

用人数 0人、利用時間 0時間） 

・短期入所事業（3 月分：実利用人数 278

人、利用日数 1,687 日） 

・生活介護事業（3月分：実利用人数 1,313

人、利用日数 26,271 日) 

・就労移行支援（3 月分：実利用人数 174

人、利用日数 3,828 日) 

・就労継続支援(Ａ型)事業（3 月分：実利

居宅介護をはじめとする各種サービスにつ

いて、視覚障がい者用地上デジタル放送対応

ラジオを日常生活用具の給付品目に含めるな

ど、適切な供給と質の向上に努めましたが、

利用状況はサービスによっては毎年右肩上が

りとなっており、限られる財源の有効活用が

必要となっています。なお、各種サービスの

供給実績は、以下のとおりです。 

・居宅介護（3月分：実利用人数 1,029 人、

利用時間 27,193 時間） 

・行動援護（3月分：実利用人数 59 人、利

用時間 730 時間） 

・同行援護（3 月分：実利用人数 203 人、

利用時間 4,110 時間） 

・重度訪問介護（3月分：実利用人数 24 人、

利用時間 8,827 時間） 

・重度障がい者等包括支援（3 月分：実利

用人数 0人、利用時間 0時間） 

・短期入所事業（3 月分：実利用人数 363

人、利用日数 2,153 日） 

・生活介護事業（3月分：実利用人数 1,333

人、利用日数 26,910 日) 

・就労移行支援（3 月分：実利用人数 154

人、利用日数 2,822 日) 

・就労継続支援(Ａ型)事業（3 月分：実利

居宅介護をはじめとする各種サービスにつ

いて、適切な供給と質の向上に努めましたが、

利用状況はサービスによっては毎年右肩上が

りとなっており、限られる財源の有効活用が

必要となっています。なお、各種サービスの

供給実績は、以下のとおりです。 

・居宅介護（3月分：実利用人数 1,038 人、

利用時間 25,492 時間） 

・行動援護（3月分：実利用人数 51 人、利

用時間 598 時間） 

・同行援護（3 月分：実利用人数 208 人、

利用時間 4,004 時間） 

・重度訪問介護（3月分：実利用人数 23 人、

利用時間 11,061 時間） 

・重度障がい者等包括支援（3 月分：実利

用人数 0人、利用時間 0時間） 

・短期入所事業（3 月分：実利用人数 379

人、利用日数 2,478 日） 

・生活介護事業（3月分：実利用人数 1,371

人、利用日数 26,788 日) 

・就労移行支援（3 月分：実利用人数 176

人、利用日数 3,245 日) 

・就労継続支援(Ａ型)事業（3 月分：実利



7 

用人数 203 人、利用日数 4,466 日) 

・就労継続支援(Ｂ型)事業（3 月分：実利

用人数 1,420 人、利用日数 31,240 日) 

・自立訓練(機能訓練)事業（3 月分：実利

用人数 24 人、利用日数 528 日) 

・自立訓練(生活訓練)事業（3 月分：実利

用人数 49 人、利用日数 1,221 日) 

・共同生活援助 

（3月分：実利用人数 366 人）

・移動支援事業（利用人数 1,199 人、利用

時間 117,107 時間） 

・日中一時支援事業（利用日数 16,733 日）

・生活サポート事業（利用時間 229 時間）

・訪問入浴サービス事業（利用人数 54 人）

・補装具費支給事業（支給件数 2,032 件）

・日常生活用具給付事業 

（支給件数 13,849 件）

・障がい者紙おむつ支給事業 

（支給件数 536 件）

・あんしん連絡システム事業 

（設置件数 61 件）

・福祉電話設置事業（設置件数 47 件） 

用人数 246 人、利用日数 5,315 日) 

・就労継続支援(Ｂ型)事業（3 月分：実利

用人数 1,545 人、利用日数 29,797 日) 

・自立訓練(機能訓練)事業（3 月分：実利

用人数 21 人、利用日数 299 日) 

・自立訓練(生活訓練)事業（3 月分：実利

用人数 109 人、利用日数 1,699 日) 

・共同生活援助 

（3月分：実利用人数 388 人）

・移動支援事業（利用人数 1,245 人、利用

時間 123,167 時間） 

・日中一時支援事業（利用日数 14,491 日）

・生活サポート事業（利用時間 101 時間）

・訪問入浴サービス事業（利用人数 47 人）

・補装具費支給事業（支給件数 1,976 件）

・日常生活用具給付事業 

（支給件数 14,904 件）

・障がい者紙おむつ支給事業 

（支給件数 564 件）

・あんしん連絡システム事業 

（設置件数 48 件）

・福祉電話設置事業（設置件数 47 件） 

用人数 254 人、利用日数 5,472 日) 

・就労継続支援(Ｂ型)事業（3 月分：実利

用人数 1,756 人、利用日数 31,871 日) 

・自立訓練(機能訓練)事業（3 月分：実利

用人数 13 人、利用日数 155 日) 

・自立訓練(生活訓練)事業（3 月分：実利

用人数 108 人、利用日数 1,478 日) 

・共同生活援助 

（3月分：実利用人数 446 人）

・移動支援事業（利用人数 1,262 人、利用

時間 120,167 時間） 

・日中一時支援事業（利用日数 19,423 日）

・生活サポート事業（利用時間 73 時間） 

・訪問入浴サービス事業（利用人数 51 人）

・補装具費支給事業（支給件数 1,871 件）

・日常生活用具給付事業 

（支給件数 14,799 件）

・障がい者紙おむつ支給事業 

（支給件数 549 件）

・あんしん連絡システム事業 

（設置件数 49 件）

・福祉電話設置事業（設置件数 32 件） 



8 

②利用者にとって、より質の高いサービスを

安定的、継続的に提供するためには、多くの

事業者の参入が不可欠であり、今後もサービ

スの利用状況を踏まえながら、サービス供給

基盤の整備・充実・質の向上に引き続き取り

組んでいきます。 

サービス基盤の整備を図るため、下記のと

おり5施設の整備を行いました。 

○国の交付決定を受け、竣工した施設（H26

補正含む） 

≪創設≫ 

・グループホーム 2棟（延べ定員11人）

・就労継続支援Ｂ型 1棟（定員20人） 

≪改修≫   

・グループホーム 1棟（定員4人） 

≪スプリンクラー整備≫ 

・グループホーム 1棟（定員4人） 

サービス基盤の整備を図るため、下記のと

おり16施設の整備を行いました。 

○国の交付決定を受け、整備した施設（H27

補正含む） 

≪創設≫ 

・グループホーム 7棟（延べ定員46人）

・グループホーム＋短期入所 1棟 

（定員10人＋11人）

・児童発達支援 1棟（定員10人） 

≪大規模修繕（防犯対策強化整備）≫ 

・障害者支援施設 5棟（述べ定員250人）

・就労継続支援B型＋自立訓練 1棟 

（定員30名）

・生活介護＋就労継続支援B型 1棟 

（定員40名）

サービス基盤の整備を図るため、下記のと

おり13施設の整備を行いました。 

○国の交付決定を受け、整備した施設（H28

補正含む） 

≪創設≫ 

・グループホーム 2棟（延べ定員13人）

・グループホーム＋短期入所 1棟 

（定員9人）

・短期入所 2棟（定員11人） 

 ≪増築≫ 

・短期入所 1棟（定員5人増） 

≪大規模修繕（スプリンクラー整備）≫ 

・短期入所 1棟（定員10人） 

≪大規模修繕（防犯対策強化整備）≫ 

・障害者支援施設 3棟（述べ定員100人）

・グループホーム＋短期入所 1棟 

（定員9人）

・グループホーム 2棟（定員30人） 
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（３）経済的な支援 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人の生活基盤の安定を図るた

め、区役所窓口や基幹相談支援センターにお

いて年金や各種手当の制度に関する情報を提

供するなど、制度周知・受給支援に努め、手

当の適切な支給を行います。 

引続き各種手当の制度周知に努め、適切な

支給を行いました。なお、各種手当の支給実

績については、以下のとおりです。 

・特別障がい者手当（受給者数 1,250 人、

支給月額 26,620 円） 

・障がい児福祉手当（受給者数 438 人、

支給月額 14,480 円） 

・重度心身障がい者福祉手当（受給者数

556 人、支給月額 2,000 円） 

・自立支援医療（育成医療）給付（助成

件数 1,351 件、助成額 32,675 千円）

引続き各種手当の制度周知に努め、適切な

支給を行いました。なお、各種手当の支給実

績については、以下のとおりです。 

・特別障がい者手当（受給者数 1,224 人、

支給月額 26,830 円） 

・障がい児福祉手当（受給者数 437 人、

支給月額 14,600 円） 

・重度心身障がい者福祉手当（受給者数

573 人、支給月額 2,000 円） 

・自立支援医療（育成医療）給付（助成

件数 1,351 件、助成額 32,675 千円）

引続き各種手当の制度周知に努め、適切な

支給を行いました。なお、各種手当の支給実

績については、以下のとおりです。 

・特別障がい者手当（受給者数 1,210 人、

支給月額 26,810 円） 

・障がい児福祉手当（受給者数 396 人、

支給月額 14,580 円） 

・重度心身障がい者福祉手当（受給者数

646 人、支給月額 2,000 円） 

・自立支援医療（育成医療）給付（助成

件数 1,058 件、助成額 23,413 千円）
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②移動が困難な重度の障がいのある人の外出

を支援する各種助成制度の周知を徹底すると

ともに、制度の利便性向上に努めます。

引続き各種手当の制度周知に努めるととも

に、適切な支給を行いました。なお、各種助

成制度の支給実績については、以下のとおり

です。 

・福祉タクシー利用助成事業（交付件数

6,519 件、助成額 120,767 千円） 

・自動車燃料費助成事業（助成件数 9,338

件、助成額 232,509 千円） 

・人工透析患者通院費助成事業（助成件

数 1,648 件、助成額、17,493 千円） 

・障がい者等施設通所費助成事業（助成

件数 2,532 件、助成額 22,646 千円）

・精神障がい者通所作業訓練所交通費助

成事業（助成件数 4,516 件、助成額

11,540 千円） 

・自動車改造費助成事業（助成件数 46

件、助成額 5,773 千円） 

・自動車運転免許取得費助成事業（助成

件数７件、700 千円） 

引続き各種手当の制度周知に努めるととも

に、適切な支給を行いました。なお、各種助

成制度の支給実績については、以下のとおり

です。 

・福祉タクシー利用助成事業（交付件数

6,448 件、助成額 117,790 千円） 

・自動車燃料費助成事業（助成件数

10,255 件、助成額 236,799 千円） 

・人工透析患者通院費助成事業（助成件

数 1,483 件、助成額 18,005 千円） 

・障がい者等施設通所費助成事業（助成

件数 3,594 件、助成額 22,931 千円）

・精神障がい者通所作業訓練所交通費助

成事業（助成件数 5,036 件、助成額

13,078 千円 

・自動車改造費助成事業（助成件数 44

件、助成額 5,603 千円） 

・自動車運転免許取得費助成事業（助成

件数 8件、助成額 800 千円） 

引続き各種手当の制度周知に努めるととも

に、適切な支給を行いました。なお、各種助

成制度の支給実績については、以下のとおり

です。 

・福祉タクシー利用助成事業（交付件数

6,201 件、助成額 117,565 千円） 

・自動車燃料費助成事業（助成件数

10,255 件、助成額 230,294 千円） 

・人工透析患者通院費助成事業（助成件

数 1,466 件、助成額 17,647 千円） 

・障がい者等施設通所費助成事業（助成

件数 3,943 件、助成額 24,047 千円）

・精神障がい者通所作業訓練所交通費助

成事業（助成件数 5,368 件、助成額

13,069 千円） 

・自動車改造費助成事業（助成件数 54

件、助成額 6,487 千円） 

・自動車運転免許取得費助成事業（助成

件数 7件、助成額 700 千円）

③また、障害福祉サービスの利用者負担につ

いては、市独自の負担軽減策を実施し、障が

いのある人の経済的な負担の軽減を図りま

す。

H27 年度年度についても、引き続き市民税

課税世帯の自己負担を 2割軽減しました。(軽

減額 5,326 千円) 

H28 年度年度についても、引き続き市民税

課税世帯の自己負担を 2割軽減しました。(軽

減額 12,931 千円) 

平成 29 年度についても、引き続き市民税課

税世帯の自己負担を 2割軽減しました。(軽減

額 16,530 千円)
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（４）サービス基盤の充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人が地域で自立して生活して

いくため、グループホームなどサービス基盤

の整備・充実・質の向上に努め、グループホ

ーム体験訓練の場など地域生活への移行を促

進する支援策を検討します。 

増加する特別支援学校卒業生に対応できる

よう、生活介護事業所などの施設の充実に努

めるとともに、重症心身障がい者や強度行動

障がい者が利用できる事業所・行動援護事業

所・ショートステイなど特に不足している施

設の整備を図ります。 

また、施設入所待機者の解消に向けた施設

整備など継続的に推進していくための検討を

行います。 

サービス基盤の整備を図るため、下記のと

おり5施設の整備を行いました。 

○国の交付決定を受け、竣工した施設（H26

補正含む）【再掲】 

≪創設≫ 

・グループホーム 2棟（延べ定員11人）

・就労継続支援Ｂ型 1棟（定員20人） 

≪改修≫ 

・グループホーム 1棟（定員4人） 

≪スプリンクラー整備≫ 

・グループホーム 1棟（定員4人） 

障がい者が地域で自立した生活を送るため

の支援として、共同生活の場となるグループ

ホーム等の運営費の一部について補助を行い

ました。 

・土地、建物賃借料 

（計59棟、19,131千円）

・初年度備品整備費補助 

サービス基盤の整備を図るため、下記のと

おり16施設の整備を行いました。 

○国の交付決定を受け、整備した施設（H27

補正含む）【再掲】 

≪創設≫ 

・グループホーム 7棟（延べ定員46人）

・グループホーム＋短期入所 1棟 

（定員10人＋11人）

・児童発達支援 1棟（定員10人） 

≪大規模修繕（防犯対策強化整備）≫ 

・障害者支援施設 5棟（述べ定員250人）

・就労継続支援B型＋自立訓練 1棟 

（定員30名）

・生活介護＋就労継続支援B型 1棟 

（定員40名）

障がい者が地域で自立した生活を送るため

の支援として、共同生活の場となるグループ

ホーム等の運営費の一部について補助を行い

ました。 

・土地、建物賃借料 

（計62棟、20,334千円）

・初年度備品整備費補助 

サービス基盤の整備を図るため、下記のと

おり13施設の整備を行いました。 

○国の交付決定を受け、整備した施設（H28

補正含む）【再掲】 

≪創設≫ 

・グループホーム 2棟（延べ定員13人）

・グループホーム＋短期入所 1棟（定員

9人） 

・短期入所 2棟（定員11人） 

 ≪増築≫ 

・短期入所 1棟（定員5人増） 

≪大規模修繕（スプリンクラー整備）≫ 

・短期入所 1棟（定員10人） 

≪大規模修繕（防犯対策強化整備）≫ 

・障害者支援施設 3棟（述べ定員100人）

・グループホーム＋短期入所 1棟 

（定員9人）

・グループホーム 2棟（定員30人） 

障がい者が地域で自立した生活を送るため

の支援として、共同生活の場となるグループ

ホーム等の運営費の一部について補助を行い

ました。 

・土地、建物賃借料 

（計69棟、21,871千円）

・初年度備品整備費補助 
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（計4棟、1,775千円）

・重度者支援加算 

（対象者計58人、3,652千円）

・世話人処遇改善加算 

（対象者計290人、23,478千円）

・強度行動障がい者用グループホーム整

備費補助（実績なし） 

・強度行動障がい者用グループホーム支

援員加配（計1棟、6,158千円） 

施設入所待機者の解消に向けて、待機者の

実態把握調査を実施しました。 

H24年度に自立支援協議会に設置した特別

支援学校進路検討部会を引き続き開催し、特

別支援学校卒業生の進路について検討しまし

た。（第1回：H27.11.24、第2回：H28.1.19））

精神障がい者の憩いの場として、精神障が

い者地域生活支援施設「いこいの家」３施設

に対し運営費の補助を行い、精神障がい者の

社会復帰及び自立と社会参加の促進を図りま

した。（開催実績：フロム(東区)開催日数142

回・利用延人数876人、はまなすの家(西区)

開催日数142回・利用延人数1,072人、きゃん

ばす(秋葉区)開催日数194回・利用延人数

1,549人） 

（計11棟、5,477千円）

・重度者支援加算 

（対象者計72人、4,730千円）

・世話人処遇改善加算 

（対象者計243人、25,542千円）

・強度行動障がい者用グループホーム整

備費補助（実績なし） 

・強度行動障がい者用グループホーム支

援員加配（計1棟、6,253千円） 

施設入所待機者の解消に向けて、待機者の

実態把握調査を実施しました。 

H24年度に自立支援協議会に設置した特別

支援学校進路検討部会を引き続き開催し、特

別支援学校卒業生の進路について検討しまし

た。（第1回：H28.11.18、第2回：H29.3.1）

精神障がい者の憩いの場として、精神障が

い者地域生活支援施設「いこいの家」３施設

に対し運営費の補助を行い、精神障がい者の

社会復帰及び自立と社会参加の促進を図りま

した。（開催実績：フロム(東区)開催日数142

回・利用延人数854人、はまなすの家(西区)

開催日数141回・利用延人数1,025人、きゃん

ばす(秋葉区)開催日数196回・利用延人数

1,675人） 

（計6棟、3,000千円）

・重度者支援加算 

（対象者計104人、6,192千円）

・世話人処遇改善加算 

（対象者計415人、29,099千円）

・強度行動障がい者用グループホーム整

備費補助（実績なし） 

・強度行動障がい者用グループホーム支

援員加配（計1棟、6,244千円） 

施設入所待機者の解消に向けて、待機者

の実態把握調査を実施しました。 

精神障がい者の憩いの場として、精神障が

い者地域生活支援施設「いこいの家」3施設に

対し運営費の補助を行い、精神障がい者の社

会復帰及び自立と社会参加の促進を図りまし

た。（開催実績：フロム(東区)開催日数142

回・利用延人数918人、はまなすの家(西区)

開催日数143回・利用延人数1,025人、きゃん

ばす(秋葉区)開催日数199回・利用延人数

1,648人） 
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②精神障がいのある人の円滑な地域移行・地

域定着に向けて、「新潟市精神障がい者の地

域生活を考える関係機関連絡会」において、

地域移行の推進に向けた支援の在り方につい

て検討します。また、行政機関、精神科病院、

関係事業所によるネットワークを強化すると

ともに、人材育成を行い、各機関、事業所に

おける支援技術の底上げを図ります。 

新たな長期入院を防ぐために、関係職員の

人材育成と関係機関のネットワークの再構築

を目的に、「精神障がい者の地域生活を考え

る関係機関連絡会（全3回）」を開催しました。

第1回社会資源見学ツアー(全4コース・88

名)、第2回精神障がい者地域移行・地域定着

研修会  （81名）、第3回精神科病院情報交

換会（市内10病院・17名） 

新たな長期入院を防ぐために、関係職員の

人材育成と関係機関のネットワークの再構築

を目的に、「精神障がい者の地域生活を考え

る関係機関連絡会（全3回）」を開催しました。

第1回社会資源見学ツアー(全4コース・97

名)、第2回精神障がい者地域移行・地域定着

研修会（97名）、第3回精神科病院情報交換会

（市内8病院・12名） 

また，精神障がい者のある方と地域住民，

関係機関が互いに理解し支援し合える関係づ

くりを目的に「ピアサポーターによる普及啓

発活動」を中央区（参加者45名），東区（参

加者：57名），秋葉区（参加者30名）で開催

しました。 

新たな長期入院を防ぐために、関係職員の

人材育成と関係機関のネットワークの再構築

を目的に、「精神障がい者の地域生活を考え

る関係機関連絡会（全3回）」を開催しました。

第1回社会資源見学ツアー(全4コース・74

名)、第2回精神障がい者地域移行・地域定着

研修会（42名）、第3回精神科病院情報交換会

（市内10病院・13名） 

また，精神障がい者のある方と地域住民，

関係機関が互いに理解し支援し合える関係づ

くりを目的に「ピアサポーターによる普及啓

発活動」を中央区（参加者38名），江南区（参

加者：25名），西蒲区（参加者36名），南区

（参加者70名），新潟信愛病院（参加者44名）

で開催しました。 
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（５）地域生活を支える人づくり 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

① 障がいのある人やその家族による当事者

活動の支援を行い、地域社会での共助の仕組

みづくりを図っていきます。 

精神障がい者に対するデイケアについて

は、市内精神科医療機関では 10か所、市では

西蒲区で実施しました。(実績(市実施分)：回

数 36 回 参加者 延 217 人）  

アルコールや薬物の依存についての知識を

深め、適切な援助法の習得を目的として、「ア

ルコール・薬物依存症」の家族教室（全5回・

参加者数 延47人）を開催しました。また、終

了後に、平成26年度・27年度の家族教室参加

者を対象に、家族交流会(1回・9組11人)を開

催しました。 

精神障がい者に対するデイケアについて

は、市内精神科医療機関では 10か所、市では

西蒲区で実施しました。(実績(市実施分)：回

数 24 回 参加者 延 154 人）  

アルコールや薬物の依存についての知識を

深め、適切な援助法の習得を目的として、「ア

ルコール・薬物依存症」の家族教室（全5回・

参加者数 延49人）を開催しました。また、終

了後に、平成26年度以降の同家族教室参加者

を対象に、家族交流会(1回・参加者数 10組

11人)を開催しました。 

アルコールや薬物の依存についての知識を

深め、適切な援助法の習得を目的として、「ア

ルコール・薬物依存症」の家族教室（全5回・

参加者数 延28人）を開催しました。また、終

了後に、平成26年度以降の同家族教室参加者

を対象に、家族交流会(1回・参加者数 3組4

人)を開催しました。 



15 

② 今後も社会福祉協議会や民生委員・児童

委員などと連携し、ボランティアやＮＰＯ法

人などの住民参加型在宅福祉サービス団体の

活動を支援するとともに、支援者・団体・サ

ービス事業者のネットワークづくりをサポー

トします。 

精神保健福祉ボランティア育成をテーマに

南区において「精神保健福祉ボランティア講

座（3回）」を開催しました。（第1回講演・体

験発表、第2回施設見学、第3回 交流会） 

県精神保健福祉協会新潟市支部と共催で市

民講座を２回開催しました。うち１回は、自

殺予防ゲートキーパー養成講座を兼ねて実施

しました。また、精神保健福祉業務に従事す

る新任者を対象に専門分野の基礎知識及び技

術を習得し、円滑に業務を推進できることを

目的に精神保健福祉に関する基礎研修（開催

回数 2 回、参加者数 112 人）と、精神保健福

祉業務に必要な知識を習得し、自己スキルを

点検することでスキルアップを図ることを目

的に、精神保健福祉に関する専門研修（開催

回数 2回、参加者数 168 人）を実施しました。

精神保健福祉ボランティア育成をテーマに

南区において「精神保健福祉ボランティア講

座（2回）」を開催しました。（第1回 講座・

体験発表、第2回 交流会） 

県精神保健福祉協会新潟市支部と共催で市

民講座を２回開催しました。また、精神保健

福祉業務に従事する新任者を対象に専門分野

の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業務を

推進できることを目的に精神保健福祉に関す

る基礎研修（開催回数 2回、参加者数 76 人）

と、精神保健福祉業務に必要な知識を習得し、

自己スキルを点検することでスキルアップを

図ることを目的に、精神保健福祉に関する専

門研修（開催回数 2 回、参加者数 182 人）を

実施しました。 

精神保健福祉ボランティア育成をテーマに

南区において「精神保健福祉ボランティア講

座（2回）」を開催しました。（第1回 講演会、

第2回 交流会） 

県精神保健福祉協会新潟市支部と共催で市

民講座を 2 回開催しました。また、精神保健

福祉業務に従事する新任者を対象に専門分野

の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業務を

推進できることを目的に精神保健福祉に関す

る基礎研修（開催回数 2回、参加者数 88 人）

と、精神保健福祉業務に必要な知識を習得し、

自己スキルを点検することでスキルアップを

図ることを目的に、精神保健福祉に関する専

門研修（開催回数 2 回、参加者数 192 人）を

実施しました。 
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（６）スポーツ・文化活動の振興および余暇活動の支援 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人の社会参加はもとより、健

康づくりや生きがいづくりを促進するため、

文化活動やスポーツ活動の機会を確保すると

ともに、動物と触れ合うなど様々な取組みを

検討します。また、より多くの障がいのある

人や地域住民が気軽に参加できるよう、活動

事業の内容を工夫し広報していきます。 

平成26年度からパラリンピックの管轄が厚

生労働省から文部科学省へ移管されるなど、

全国的に障がいの有無に関わらず、共にスポ

ーツに参加するという機運が高まりを見せて

おり、本市においても障がい者スポーツの取

組みを推進していきます。 

障がい者のスポーツ活動や社会参加の機会

を確保するため、「新潟県障害者スポーツ大

会」の開催や「全国障害者スポーツ大会」（和

歌山）への選手派遣、「新潟市障がい者大運

動会」の開催を行いました。 

また、知的障がい者のスポーツトレーニン

グの成果を発表する場であるスペシャルオリ

ンピックスの開催支援を行いました。 

また、新潟シティマラソン大会当日の会場

（開会式・総合案内2ヶ所）に手話奉仕員を配

置しました。また、視覚障害者ランナーの要

望を受け、同ランナー（家族関係者、盲導犬

可）の控室（男女各1室）を設置しました。こ

れらの情報は事前に全参加者に郵送配布した

資料に明記し、より安心して参加できるよう

取り組みました。 

障がい者のスポーツ活動や社会参加の機会

を確保するため、「新潟県障害者スポーツ大

会」の開催や「全国障害者スポーツ大会」（岩

手）への選手派遣、「新潟市障がい者大運動

会」の開催を行いました。 

また、新潟シティマラソンでは、大会当日

の会場（開会式及び総合案内）に手話奉仕員

を配置したほか、障がい者ランナーの要望を

受け、同ランナー（家族関係者、盲導犬可）

の控室（男女各1室）を設置しました。なお、

これらの情報は事前に全参加者に郵送配布し

た参加案内に明記し、安心して大会に参加で

きるよう取り組みました。 

障がいのある人もない人もすべての人が文

化活動を楽しめるように、「インクルージョ

ンと演劇」をテーマとしたワークショップや

演劇公演のほか、県内のアーティストを中心

とした障がい者アートの作品展と関連イベン

トなどを開催しました。 

障がい者のスポーツ活動や社会参加の機会

を確保するため、「新潟県障害者スポーツ大

会」の開催や「全国障害者スポーツ大会」（愛

媛）への選手派遣、「新潟市障がい者大運動

会」の開催準備を行いました。 

また、新潟シティマラソンでは、大会当日

のフィニッシュ会場に手話奉仕員を配置した

ほか、障がい者ランナーの要望を受け、同ラ

ンナー（家族関係者、盲導犬可）の控室（男

女各1室）を設置しました。なお、これらの情

報は事前に送付する大会プラグラムやナンバ

ーカードなどとともに案内を配付し、安心し

て大会に参加できるよう取り組みました。 
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②障がいのある人がスポーツにより機能回復

や体力維持を図り、スポーツを競技として楽

しむために、障がい者スポーツ指導者を養成

するとともに、パラリンピックやスペシャル

オリンピックスを含めた障がい別のスポーツ

活動への支援を行います。 

障がい者の社会参加促進に資することを目

的として、障がい者及びその支援者を対象に、

障がいの特性に応じたスポーツ技術、ルール、

心構え等の講習会を開催しました。 

また、国や公的団体が主催する障がい者ス

ポーツの大会や、スペシャルオリンピックス

等、全国規模で行われる大会の参加者に激励

金を支給しました。（個人：36 名、団体：3

団体） 

障がい者の社会参加促進に資することを目

的として、障がい者及びその支援者を対象に、

障がいの特性に応じたスポーツ技術、ルール、

心構え等の講習会を開催しました。 

また、地域においてスポーツに関する指

導・助言・連絡調整を行っているスポーツ推

進委員に対して、障がい者スポーツの理解と

連携についての講演会を開催しました。 

また、国や公的団体が主催する障がい者ス

ポーツの大会や、スペシャルオリンピックス

等、全国規模で行われる大会の参加者に激励

金を支給しました。（個人：20 名、団体：4

団体） 

障がい者の社会参加促進に資することを目

的として、障がい者及びその支援者を対象に、

障がいの特性に応じたスポーツ技術、ルール、

心構え等の講習会を開催しました。 

また、国や公的団体が主催する障がい者ス

ポーツの大会や、スペシャルオリンピックス

等、全国規模で行われる大会の参加者に激励

金を支給しました。（個人：26 名、団体：4

団体） 

③さらに、日常生活を豊かなものにするため

には、余暇を使って趣味を行うなど、様々な

ことに興味を持つことが必要であり、余暇活

動を充実したものにするための支援を行いま

す。 

リフト付き福祉バス等を運行（運行回数

125 回）し、移動手段の面から障害者の社会

参加を支援しました。 

また、文化活動を支援するため、障がい者

アートの先進事例に関するセミナーや作品展

示を行う、福祉をかえる『アート化セミナー』

を開催しました。 

リフト付き福祉バス等を運行（運行回数

135 回）し、移動手段の面から障害者の社会

参加を支援しました。 

リフト付き福祉バス等を運行（運行回数

125 回）し、移動手段の面から障害者の社会

参加を支援しました。 
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（７）情報提供・コミュニケーション支援の充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人が言語（手話を含む）その

他の意思疎通のための手段についての選択の

機会が確保されるよう、また情報の取得や利

用のための手段について選択できる機会の拡

大を図るよう努めます。 

障がい者へのコミュニケーション支援を目

的として、手話奉仕員派遣（1,063件）、要約

筆記奉仕員派遣（217件）を行うとともに、各

区役所健康福祉課に手話のできる窓口相談員

を引き続き設置しました。 

障がい者ITサポートセンターでは、IT機器

に関する相談・訪問サポートを実施するとと

もに、階層型支援モデルの構築に向け特別支

援学校・医療関係者向けの研修を実施するな

どし、サポート体制の整備と支援機器に関す

る情報提供を行いました。

聴覚や視覚に障がいのある人が社会生活上

必要な情報を得るため、広報テレビの手話放

送（年4回）を行いました。また、「点字・声

の広報」として、カセットテープ、一般CDお

よびデイジー版CDにより、毎週発行しました。

障がい福祉に関する制度やサービスなどに

ついての情報を提供するため、下記のガイド

ブック等を発行しました。 

・「H27福祉のしおり」 

・「H27ガイドブック（新潟市障がい者施

設等の概要）」 

・「H27 精神保健福祉情報ガイド」 

障がい者へのコミュニケーション支援を目

的として、手話奉仕員派遣（1,114件）、要約

筆記奉仕員派遣（213件）を行うとともに、各

区役所健康福祉課に手話のできる窓口相談員

を引き続き設置しました。 

障がい者ITサポートセンターでは、IT機器

に関する相談・訪問サポートを実施（814件）

するとともに、階層型支援モデルの構築に向

け特別支援学校・医療関係者向けの研修を実

施（62件）するなどし、サポート体制の整備

と支援機器に関する情報提供を行いました。

聴覚や視覚に障がいのある人が社会生活上

必要な情報を得るため、広報テレビの手話放

送（年4回）を行いました。「点字・声の広報」

として、点字版、カセットテープ、一般CDお

よびデイジー版CDを発行しました。 

障がい福祉に関する制度やサービスなどに

ついての情報を提供するため、下記のガイド

ブック等を発行しました。 

・「H28福祉のしおり」 

・「H28ガイドブック（新潟市障がい者施

設等の概要）」 

障がい者への意思疎通支援を目的として、

手話通訳者等派遣（1,142件）、要約筆記者等

派遣（230件）を行うとともに、各区役所健康

福祉課に手話のできる専任手話通訳者を引き

続き設置しました。 

障がい者ITサポートセンターでは、IT機器

に関する相談・訪問サポートを実施（805件）

するとともに、階層型支援モデルの構築に向

け特別支援学校・医療関係者向けの研修を実

施（60件）するなどし、サポート体制の整備

と支援機器に関する情報提供を行いました。

聴覚や視覚に障がいのある人が社会生活上

必要な情報を得るため、広報テレビの手話放

送（年4回）を行いました。「点字・声の広報」

として、点字版、カセットテープ、一般CDお

よびデイジー版CDを発行しました。 

障がい福祉に関する制度やサービスなどに

ついての情報を提供するため、下記のガイド

ブック等を発行しました。 

・「H29福祉のしおり」 

・「H29新潟市障がい者施設等の概要ガイド

ブック」 
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②コミュニケーション支援を必要とする障が

いのある人に対して、手話奉仕員、要約筆記

者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣や養

成を行い、地域で障がいのある人を支える人

材を養成するとともにさらなるスキルアップ

を図っていきます。 

手話奉仕員養成講座等（入門課程 54人、基

礎課程 20 人、登録試験 16 人）や要約筆記者

養成講座（7 人）を開催し、手話奉仕員や要

約筆記者を養成しました。 

手話奉仕員養成講座等（入門課程 82人、基

礎課程 24 人、登録試験 13 人）や要約筆記者

養成講座（7 人）を開催し、手話奉仕員や要

約筆記者を養成しました。 

手話通訳者養成講習会（22 人）、手話奉仕

員養成講習会（入門課程 61 人、基礎課程 22

人、登録試験 24 人受験、うち合格者 15 人）

や要約筆記者養成講習会（11人）を開催し、

手話通訳者や手話奉仕員、要約筆記者を養成

しました。また、盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修（14人）を行いました。 

③また、インターネット、携帯電話などのＩ

Ｔを活用した情報提供を積極的に行うととも

に、障がいのある人がパソコンなどのＩＴ機

器を、気軽に利用できるようなサポート体制

の充実を図ります。 

文字の拡大縮小、色の変更、音声読み上げ、

ふりがな（ルビ振り）などの機能をもつホー

ムページ閲覧支援ツールを設置し、それらが

十分に機能するホームページを作成しまし

た。 

また、障がい者ITサポートセンターでは、

IT機器に関する相談・訪問サポートを実施

（964件）するとともに、階層型支援モデルの

構築に向け特別支援学校・医療関係者向けの

研修（37件）を実施するなどし、サポート体

制の整備と支援機器に関する情報提供を行い

ました。 

文字の拡大縮小、色の変更、音声読み上げ、

ふりがな（ルビ振り）などの機能をもつホー

ムページ閲覧支援ツールを設置し、それらが

十分に機能するホームページを作成しまし

た。 

また、障がい者ITサポートセンターでは、

IT機器に関する相談・訪問サポートを実施

（814件）するとともに、階層型支援モデルの

構築に向け特別支援学校・医療関係者向けの

研修を実施（62件）するなどし、サポート体

制の整備と支援機器に関する情報提供を行い

ました。 

文字の拡大縮小、色の変更、音声読み上げ、

ふりがな（ルビ振り）などの機能をもつホー

ムページ閲覧支援ツールを設置し、それらが

十分に機能するホームページを作成しまし

た。 

また、障がい者 IT サポートセンターでは、IT

機器に関する相談・訪問サポートを実施（805

件）するとともに、階層型支援モデルの構築

に向け特別支援学校・医療関係者向けの研修

を実施（60 件）するなどし、サポート体制の

整備と支援機器に関する情報提供を行いまし

た。 

④市のホームページについても、内容の充実

はもちろん、障がいのある方や高齢者にも、

利用にあたって不自由さを感じることのない

ようウェブアクセシビリティに配慮したペー

ジを作成していきます。 

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた

ホームページを作成するとともに、作成機会

がある職員を対象に、ユニバーサルデザイン

やウェブアクセシビリティに関する研修会

（年１回）を開催しました。 

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた

ホームページを作成するとともに、作成機会

がある職員を対象に、ユニバーサルデザイン

やウェブアクセシビリティに関する研修会

（年１回）を開催しました。 

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた

ホームページを作成するとともに、作成機会

がある職員を対象に、ユニバーサルデザイン

やウェブアクセシビリティに関する研修会

（年 1回）を開催しました。 
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２ 保健・医療・福祉の充実 

（１）障がいの予防と早期の気づき・早期の支援 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①今後は、さらに早期気づき・支援につなげ

るための乳幼児健康診査の充実と、身近な地

域での各区の療育事業・発達相談の充実に努

め、専門機関との連携を図りながら、保護者

が子どもの特性について理解できるような体

制の充実に努めます。 

また、生活習慣病等の健康診査の周知・充

実を図ります。 

障がい児に関する各種の相談に対応するた

め、市内4か所の基幹相談支援センターに障が

い児支援コーディネーターを配置し、相談体

制の充実を図りました。（基幹相談支援セン

ター事業 相談件数25,272件 うち障がい児

に係る相談件数4,078件）また「障がい児支援

コーディネーター連絡会」を定期的に開催し、

関係機関と情報共有を図るとともに、障がい

児を支援する市内の事業所職員の資質向上を

目的とした研修会（H28.1.27）を開催しまし

た。 

医師による発達相談会を全区で実施すると

ともにペアレントメンターの育成・活用を図

り、運動・精神・コミュニケーション機能の

発達に障がいをきたすおそれがある乳幼児に

ついて、保護者に対する発達の見極め・指導

助言・専門医療機関や療育機関の紹介等を行

いました。 

また、乳幼児健康診査等を活用して、発達

障がい等の疑いのある（定型発達ではない）

児の早期の発見と、その後の心理相談指導を

行いました。(1歳6か月児健康診査:発見数

2,012人・心理相談965人、3歳児健康診査：発

見数974人、心理相談861人、健診後の経過観

障がい児に関する各種の相談に対応するた

め、市内4か所の基幹相談支援センターに障が

い児支援コーディネーターを配置し、相談体

制の充実を図りました。（基幹相談支援セン

ター事業 相談件数28,625件 うち障がい児

に係る相談件数4,514件）また「障がい児支援

コーディネーター連絡会」を定期的に開催し、

関係機関と情報共有を図るとともに、障がい

児を支援する市内の事業所職員の資質向上を

目的とした研修会を2回（H28.6.29と

H29.1.25）開催しました。 

医師による発達相談会を全区で実施すると

ともにペアレントメンターの育成・活用を図

り、運動・精神・コミュニケーション機能の

発達に障がいをきたすおそれがある乳幼児に

ついて、保護者に対する発達の見極め・指導

助言・専門医療機関や療育機関の紹介等を行

いました。 

また、乳幼児健康診査等を活用して、発達

障がい等の疑いのある（定型発達ではない）

児の早期の発見と、その後の心理相談指導を

行いました。(1歳6か月児健康診査:発見数

2,008人・心理相談875人、3歳児健康診査：発

見数948人、心理相談778人、健診後の経過観

障がい児に関する各種の相談に対応するた

め、市内4か所の基幹相談支援センターに障が

い児支援コーディネーターを配置し、相談体

制の充実を図りました。（基幹相談支援セン

ター事業:相談件数28,402件（うち障がい児に

係る相談件数4,338件））また「障がい児支援

コーディネーター連絡会」を定期的に開催し、

関係機関と情報共有を図るとともに、障がい

児を支援する市内の事業所職員の資質向上を

目的とした研修会を2回（H29.6.29、H30.1.30）

開催しました。 

医師による発達相談会を全区で実施すると

ともにペアレントメンターの育成・活用を図

り、運動・精神・コミュニケーション機能の

発達に障がいをきたすおそれがある乳幼児に

ついて、保護者に対する発達の見極め・指導

助言・専門医療機関や療育機関の紹介等を行

いました。 

また、乳幼児健康診査等を活用して、発達

障がい等の疑いのある（定型発達ではない）

児の早期の発見と、その後の心理相談指導を

行いました。(1歳6か月児健康診査:発見数

1,828人・心理相談853人、3歳児健康診査：発

見数730人、心理相談834人、健診後の経過観
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察事業の来所数483人) 

療養上の保健指導が必要な人に対して、保

健師・看護師などが訪問指導を行いました。

（被訪問人数30人、訪問回数112回） 

察事業の来所数512人) 

療養上の保健指導が必要な人に対して、保

健師・看護師などが訪問指導を行いました。

（被訪問人数80人、訪問回数146回） 

察事業の来所数475人) 

療養上の保健指導が必要な人に対して、保

健師・看護師などが訪問指導を行いました。

被訪問人数254人（児：51人、成人：203人）、

訪問回数440回 

②学齢期における精神疾患の支援について教

育機関を中心に関係機関と連携し、効果的な

対応について検討します。 

左記方向性に向けた取り組みを今後検討し

ていきます。 

若者の自殺予防として、教職員を対象にゲ

ートキーパー研修会を開催しました。 

若者の自殺予防として、教職員を対象にゲ

ートキーパー研修会を開催しました。 

③児童相談所や、新潟市発達障がい支援セン

ター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」、医療機関な

ど関係機関との連携を行い早期気づきに努め

るとともに、身近な支援の場である各区の療

育事業を展開します。 

療育教室を全区で実施し、言葉や社会性等

の発達の遅れがみられる乳幼児への支援やそ

の保護者への助言等を行いました。【再掲】

療育教室を全区で実施し、言葉や社会性等

の発達の遅れがみられる乳幼児への支援やそ

の保護者への助言等を行いました。【再掲】

療育教室を全区で実施し、言葉や社会性等

の発達の遅れがみられる乳幼児への支援やそ

の保護者への助言等を行いました。【再掲】

④児童発達支援センター「ひしのみ園」と「幼

児ことばとこころの相談センター」の機能を

一元化し専門機能を強化させた、療育事業の

中核的機関として（仮称）児童発達支援セン

ター「こころん」を設置し、ことばや発達に

遅れのみられる子への相談支援、早期療育を

行います。 

児童福祉法の改正によりひしのみ園が福祉

型児童発達支援センターとなったことを受

け、幼児ことばとこころの相談センターの業

務を統合し、通所による療育支援だけでなく

発達相談や地域支援の機能を併せ持つ「児童

発達支援センター（こころん）」として整備

し、本市の中核的な療育支援機関として相談

支援、早期療育、地域支援などの業務を開始

しました。 

児童福祉法の改正によりひしのみ園が福祉

型児童発達支援センターとなったことを受

け、幼児ことばとこころの相談センターの業

務を統合し、通所による療育支援だけでなく

発達相談や地域支援の機能を併せ持つ「児童

発達支援センター（こころん）」として整備

し、本市の中核的な療育支援機関として相談

支援、早期療育、地域支援などの業務を開始

しました。 

児童福祉法の改正によりひしのみ園が福祉

型児童発達支援センターとなったことを受

け、幼児ことばとこころの相談センターの業

務を統合し、通所による療育支援だけでなく

発達相談や地域支援の機能を併せ持つ「児童

発達支援センター（こころん）」として整備

し、本市の中核的な療育支援機関として相談

支援、早期療育、地域支援などの業務を開始

しました。 
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（２）医療およびリハビリテーションの充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人が安心して医療サービスを

受けられるよう、医療費助成を引き続き行う

とともに、医療機関との連携・強化に努めま

す。 

各種医療費助成制度の周知に努め、適切な

支給を行いました。なお、支給実績は以下の

とおりです。 

・重度障がい者医療費助成（助成件数

468,011 千円、助成額 1,612,265 千円）

・自立支援医療（更生医療）給付（給付

件数 32,501 件、助成額 749,370 千円）

・自立支援医療（育成医療）給付（助成

件数 1,351 件、助成額 32,675 千円）

・自立支援医療（精神通院）給付（給付

件数174,945件、助成額969,763千円）

・精神障がい者入院医療費助成（助成件

数 1,989 件、19,890 千円） 

・小児慢性特定疾病事業（助成件数 8,906

件、助成額 133,500 千円） 

各種医療費助成制度の周知に努め、適切な

支給を行いました。なお、支給実績は以下の

とおりです。 

・重度障がい者医療費助成（助成件数

471,805 千円、助成額 1,617,040 千円）

・自立支援医療（更生医療）給付（給付

件数 31,757 件、助成額 754,836 千円）

・自立支援医療（育成医療）給付（助成

件数 1,171 件、助成額 27,671 千円）

・自立支援医療（精神通院）給付（給付

件数183,613件、助成額992,006千円）

・精神障がい者入院医療費助成（助成件

数 2,256 件、助成額 24,334 千円） 

・小児慢性特定疾病事業（助成件数 9,411

件、助成額 148,314 千円） 

各種医療費助成制度の周知に努め、適切な

支給を行いました。なお、支給実績は以下の

とおりです。 

・重度障がい者医療費助成（助成件数

467,863 件，助成額 1,652,473 千円）

・自立支援医療（更生医療）給付（給付

件数 31,872 件、助成額 771,912 千円）

・自立支援医療（育成医療）給付（助成

件数 1,058 件、助成額 23,413 千円）

・自立支援医療（精神通院）給付（給付

件数 194,832 件、助成額 1,050,016 千

円） 

・精神障がい者入院医療費助成（助成件

数 2,045 件、助成額 20,450 千円） 

・小児慢性特定疾病事業（助成件数 9,465

件、助成額 142,813 千円） 

②障がいのある人の口腔内が清潔に保たれ、

適切に歯科保健医療が受けられるよう、口腔

保健福祉センターを中心として、家族や福祉

関係者への知識の普及や環境づくりに取り組

んでいきます。 

口腔保健福祉センターを運営し、休日の急

患歯科診療を実施するとともに、一般の歯科

診療所で治療が困難な障がい者や高齢者を対

象とした歯科診療等を行いました。（特別診

療利用者数 1,479 人、口腔健診・研修事業（地

域活動支援ｾﾝﾀｰ等）20 件）

口腔保健福祉センターを運営し、休日の急

患歯科診療を実施するとともに、一般の歯科

診療所で治療が困難な障がい者や高齢者を対

象とした歯科診療等を行いました。（特別診

療利用者数 1,566 人、口腔健診・研修事業（地

域活動支援ｾﾝﾀｰ等）16 件）

口腔保健福祉センターを運営し、休日の急

患歯科診療を実施するとともに、一般の歯科

診療所で治療が困難な障がい者や高齢者を対

象とした歯科診療等を行いました。（特別診

療利用者数 1,688 人、口腔健診・研修事業（地

域活動支援ｾﾝﾀｰ等）14 件） 

③適切なリハビリテーションが提供できる体

制の整備を図り、障がいのある人の地域社会

への参加・参画を支援します。 

療法士による心身機能の低下に対する相

談・指導を実施しました。

療法士による心身機能の低下に対する相

談・指導を実施しました。

療法士による心身機能の低下に対する相

談・指導を実施しました。 
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④また、様々な脳疾患により高次脳機能障が

いを有する人に対する支援のあり方を新潟県

高次脳機能障害相談支援センターと検討し、

その支援に努めます。 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

次脳機能障害支援従事者研修会（H28.2.3・参

加者数 45 人、新潟県新潟地域振興局と共催）

を開催するとともに、新潟県高次脳機能障害

相談支援センターや関係機関と取り組みを検

討しました。【再掲】 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

支援（相談件数 14 件）を行いました。高次脳

機能障害の理解と対応について学ぶ「高次脳

機能障害支援従事者研修会（参加数 45 人）」

を開催しました。 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

次脳機能障害支援従事者研修会（H28.11.16・

参加者数 59 人、新潟県新潟地域振興局と共

催）を開催するとともに、新潟県高次脳機能

障害相談支援センターや関係機関と取り組み

を検討しました。【再掲】 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

支援（相談件数 6 件）を行いました。高次脳

機能障害の理解と対応について学ぶ「高次脳

機能障害支援従事者研修会（参加数 59 人）」

を開催しました。【再掲】 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

次脳機能障害支援従事者研修会（H29.12.8・

参加者数 18 人、新潟県新潟地域振興局と共

催）を開催するとともに、新潟県高次脳機能

障害相談支援センターや関係機関と取り組み

を検討しました。【再掲】 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

こころの健康センターにおいて、支援（相談

件数 10 件）を行いました。高次脳機能障害の

理解と対応について学ぶ「高次脳機能障害支

援従事者研修会（参加数 18 人）」を開催しま

した。【再掲】 
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（３）精神保健と医療施策の推進 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①市民にとってもっとも身近な窓口である区

役所と、精神保健福祉に関する総合的技術セ

ンターであるこころの健康センターの連携を

軸とし、精神科医療機関や障害福祉サービス

事業所等を含めた実効性のある連携体制を構

築します。また、複雑多様化する精神疾患に

対応するために、関係職員を対象とした専門

的な研修を実施します。 

こころの健康センターにおいて、精神障が

い者及びその家族などの、精神疾患やストレ

スなどによる様々な精神的不安、不適応状態

などに関する相談を実施しました。 

また、土曜日の相談として、「臨床心理士

によるうつ・ストレス相談（開催回数 48 回、

相談件数 延 57 件）」を実施しました。【再

掲】 

精神保健福祉業務に従事する新任者が専門

分野の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業

務を推進できることを目的に精神保健福祉に

関する基礎研修（開催回数 2回、参加者数 112

人）と、精神保健福祉業務に必要な知識を習

得し、自己スキルを点検することでスキルア

ップを図ることを目的に、精神保健福祉に関

する専門研修（開催回数 2 回、参加者数 168

人）を実施しました。【再掲】 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

次脳機能障害支援従事者研修会（H28.2.3・参

加者数 45 人、新潟県新潟地域振興局と共催）

を開催するとともに、新潟県高次脳機能障害

相談支援センターや関係機関と取り組みを検

討しました。【再掲】 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として

支援（相談件数 14 件）を行いました。高次脳

こころの健康センターにおいて、精神障が

い者及びその家族などの、精神疾患やストレ

スなどによる様々な精神的不安、不適応状態

などに関する相談を実施しました。 

また、土曜日の相談として、「臨床心理士

によるうつ・ストレス相談（開催回数 48 回、

相談件数 延 42 件）」を実施しました。【再

掲】 

精神保健福祉業務に従事する新任者が専門

分野の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業

務を推進できることを目的に精神保健福祉に

関する基礎研修（開催回数 2回、参加者数 76

人）と、精神保健福祉業務に必要な知識を習

得し、自己スキルを点検することでスキルア

ップを図ることを目的に、精神保健福祉に関

する専門研修（開催回数 2 回、参加者数 182

人）を実施しました。【再掲】 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

次脳機能障害支援従事者研修会（H28.11.16・

参加者数 59 人、新潟県新潟地域振興局と共

催）を開催するとともに、新潟県高次脳機能

障害相談支援センターや関係機関と取り組み

を検討しました。【再掲】 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

支援（相談件数 6 件）を行いました。高次脳

こころの健康センターにおいて、精神障が

い者及びその家族などの、精神疾患やストレ

スなどによる様々な精神的不安、不適応状態

などに関する相談を実施しました。 

また、土曜日の相談として、「臨床心理士

によるうつ・ストレス相談（開催回数 48 回、

相談件数 延 30 件）」を実施しました。【再

掲】 

精神保健福祉業務に従事する新任者が専門

分野の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業

務を推進できることを目的に精神保健福祉に

関する基礎研修（開催回数 2回、参加者数 88

人）と、精神保健福祉業務に必要な知識を習

得し、自己スキルを点検することでスキルア

ップを図ることを目的に、精神保健福祉に関

する専門研修（開催回数 2 回、参加者数 192

人）を実施しました。【再掲】 

高次脳機能障がいについては、新潟圏域高

次脳機能障害支援従事者研修会（H29.12.8・

参加者数 18 人、新潟県新潟地域振興局と共

催）を開催するとともに、新潟県高次脳機能

障害相談支援センターや関係機関と取り組み

を検討しました。【再掲】 

また、高次脳機能障害支援拠点機関として、

こころの健康センターにおいて、支援（相談
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機能障害の理解と対応について学ぶ「高次脳

機能障害支援従事者研修会（参加数 45 人）」

を開催しました。【再掲】 

機能障害の理解と対応について学ぶ「高次脳

機能障害支援従事者研修会（参加数 59 人）」

を開催しました。【再掲】 

件数 10 件）を行いました。高次脳機能障害の

理解と対応について学ぶ「高次脳機能障害支

援従事者研修会（参加数 18 人）」を開催しま

した。【再掲】 

②自殺対策としては、新潟市自殺総合対策行

動計画に基づいて、引き続きセーフティネッ

トの構築に努めるとともに、自殺未遂者など

ハイリスク者の支援を強化します。 

自殺未遂者の再企図防止を図るため専門相

談員を配置し、救命救急センター・消防・警

察・生活保護担当部署等と連携を図り、本人

及び家族等に対して電話や訪問等よる支援

（延 1,232 件）、関係機関調整（延 1,177 件）

を実施しました。

自殺未遂者の再企図防止を図るため専門相

談員を配置し、救命救急センター・消防・警

察・生活保護担当部署等と連携を図り、本人

や家族等に対して電話・訪問等による支援（延

931 件）及び関係機関との調整（延 613 件）

を行いました。 

自殺未遂者の再企図防止を図るため専門相

談員を配置し、救命救急センター・消防・警

察・生活保護担当部署等と連携を図り、本人

や家族等に対して電話・訪問等による支援（延

807 件）及び関係機関との調整（延 340 件）

を行いました。 

③医療については、新潟市医療計画に基づき、

新たな長期入院者を生まない体制づくりに向

けての取り組みを推進します。また、精神科

救急情報センターの機能を強化するととも

に、平日日中の救急体制や、精神科病院と精

神科診療所の協力体制について検討します。

身体合併症に対応できるよう、精神科医療機

関と一般医療機関の連携体制の構築を図りま

す。 

新たな長期入院を防ぐために、関係職員の

人材育成と関係機関のネットワークの再構築

を目的に、「精神障がい者の地域生活を考え

る関係機関連絡会（全3回）」を開催しました。

第 1 回社会資源見学ツアー(全 4 コース・88

名)、第 2回精神障がい者地域移行・地域定着

研修会（81 名）、第 3回精神科病院情報交換

会（市内 10 病院・17 名）【再掲】 

新潟県と共同で精神科救急情報センターと

精神医療相談窓口を 24 時間 365 日運営し、円

滑な受診体制の確保に努めました。また、平

日日中の救急体制について調査を実施しまし

た。

新たな長期入院を防ぐために、関係職員の

人材育成と関係機関のネットワークの再構築

を目的に、「精神障がい者の地域生活を考え

る関係機関連絡会（全3回）」を開催しました。

第 1 回社会資源見学ツアー(全 4 コース・97

名)、第 2回精神障がい者地域移行・地域定着

研修会（97 名）、第 3回精神科病院情報交換

会（市内 8病院・12名）【再掲】 

新潟県と共同で精神科救急情報センターと

精神医療相談窓口を 24 時間 365 日運営し、円

滑な受診体制の確保に努めました。

新たな長期入院を防ぐために、関係職員の

人材育成と関係機関のネットワークの再構築

を目的に、「精神障がい者の地域生活を考え

る関係機関連絡会（全3回）」を開催しました。

第 1 回社会資源見学ツアー(全 4 コース・74

名)、第 2回精神障がい者地域移行・地域定着

研修会（42 名）、第 3回精神科病院情報交換

会（市内 10 病院・13 名）【再掲】 

新潟県と共同で精神科救急情報センターと

精神医療相談窓口を 24 時間 365 日運営し、円

滑な受診体制の確保に努めました。 
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④依存症などの専門医療については、医療だ

けでなく保健及び福祉サービスとの連携によ

り、総合的な医療提供体制の強化を図ります。

アルコールや薬物の依存についての知識を

深め、適切な援助法の習得を目的として、「ア

ルコール・薬物依存症」の家族教室（全5回・

参加者数 延47人）を開催しました。 

また、終了後に、平成26年度・27年度の家

族教室参加者を対象に、家族交流会(1回・9

組11人)を開催しました。【再掲】 

アルコールや薬物の依存についての知識を

深め、適切な援助法の習得を目的として、「ア

ルコール・薬物依存症」の家族教室（全5回・

参加者数 延49人）を開催しました。 

また、終了後に、平成26年度以降の同家族

教室参加者を対象に、家族交流会(1回・参加

者数 10組11人)を開催しました。【再掲】 

アルコールや薬物の依存についての知識を

深め、適切な援助法の習得を目的として、「ア

ルコール・薬物依存症」の家族教室（全5回・

参加者数 延28人）を開催しました。 

また、終了後に、平成26年度以降の同家族

教室参加者を対象に、家族交流会(1回・参加

者数 3組4人)を開催しました。【再掲】 
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３ 療育・教育の充実 

（１）就学前療育の充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある子どもが、身近な場所におい

てより良い専門的療育が受けられるよう、地

域での体制を整備するとともに、発達障がい

支援センター、（仮称）児童発達支援センタ

ー「こころん」などの専門機関の充実を図り

ます。 

障がい児に関する各種の相談に対応するた

め、市内4か所の基幹相談支援センターに障が

い児支援コーディネーターを配置し、相談体

制の充実を図りました。（基幹相談支援セン

ター事業 相談件数25,272件 うち障がい児

に係る相談件数4,078件）また「障がい児支援

コーディネーター連絡会」を定期的に開催し、

関係機関と情報共有を図るとともに、障がい

児を支援する市内の事業所職員の資質向上を

目的とした研修会（H28.1.27）を開催しまし

た。【再掲】 

療育支援体制強化の取り組みの一つとして

実施している発達支援コーディネーターの養

成では、各保育所・幼稚園の主任保育士等を

対象に養成研修を開催し、58名の発達支援コ

ーディネーターを養成したほか、前年度の養

成研修修了者を対象としたフォローアップ研

修を実施し、技能の向上を図りました。【再

掲】 

療育教室については、全区で実施し、言葉

や社会性等の発達の遅れがみられる乳幼児へ

の支援やその保護者への助言等を行いまし

た。【再掲】 

また、児童福祉法の改正によりひしのみ園

障がい児に関する各種の相談に対応するた

め、市内4か所の基幹相談支援センターに障が

い児支援コーディネーターを配置し、相談体

制の充実を図りました。（基幹相談支援セン

ター事業 相談件数28,625件 うち障がい児

に係る相談件数4,514件）また「障がい児支援

コーディネーター連絡会」を定期的に開催し、

関係機関と情報共有を図るとともに、障がい

児を支援する市内の事業所職員の資質向上を

目的とした研修会を2回（H28.6.29と

H29.1.25）開催しました。【再掲】 

療育支援体制強化の取り組みの一つとして

実施している発達支援コーディネーターの養

成では、各保育所・幼稚園の主任保育士等を

対象に養成研修を開催し、67名の発達支援コ

ーディネーターを養成したほか、前年度の養

成研修修了者を対象としたフォローアップ研

修を実施し、技能の向上を図りました。【再

掲】 

療育教室については、全区で実施し、言葉

や社会性等の発達の遅れがみられる乳幼児へ

の支援やその保護者への助言等を行いまし

た。【再掲】 

平成 27 年度に設置した，「児童発達支援セ

障がい児に関する各種の相談に対応するた

め、市内4か所の基幹相談支援センターに障が

い児支援コーディネーターを配置し、相談体

制の充実を図りました。（基幹相談支援セン

ター事業 相談件数28,402件 うち障がい児

に係る相談件数4,338件）また「障がい児支援

コーディネーター連絡会」を定期的に開催し、

関係機関と情報共有を図るとともに、障がい

児を支援する市内の事業所職員の資質向上を

目的とした研修会を2回（H29.6.29と

H30.1.30）開催しました。【再掲】 

療育支援体制強化の取り組みの一つとして

実施している発達支援コーディネーターの養

成では、各保育所・幼稚園の主任保育士等を

対象に養成研修を開催し、64名の発達支援コ

ーディネーターを養成したほか、前年度の養

成研修修了者を対象としたフォローアップ研

修を実施し、技能の向上を図りました。【再

掲】 

療育教室については、全区で実施し、言葉

や社会性等の発達の遅れがみられる乳幼児へ

の支援やその保護者への助言等を行いまし

た。【再掲】 

平成 27 年度に設置した，「児童発達支援セ
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が福祉型児童発達支援センターとなったこと

を受け、幼児ことばとこころの相談センター

の業務を統合し、通所による療育支援だけで

なく発達相談や地域支援の機能を併せ持つ

「児童発達支援センター（こころん）」とし

て整備し、本市の中核的な療育支援機関とし

て業務を開始しました。 

ンター（こころん）」で平成 28 年度も引き続

き，「発達相談」「通所支援」「地域支援」

を行い，地域の中核的な療育支援機関として

障がいのある子どもやその家族へ支援を行い

ました。 

ンター（こころん）」で平成 29 年度も引き続

き，「発達相談」「通所支援」「地域支援」

を行い，地域の中核的な療育支援機関として

障がいのある子どもやその家族へ支援を行い

ました。 

②また、ペアレントメンターやペアレントト

レーニングなど保護者支援に繋がる取組みの

充実に努めます。 

保護者の支援体制を強化するため、実際に

発達障がいのある子どもを育てた経験のある

人からペアレントメンターを養成し、信頼で

きる相談相手として保護者に寄り添い、相談

や情報提供を行いました。 

また、発達障がい支援センターの職員が保

育園等を訪問し、保育者や保護者に対してペ

アレントトレーニング講座を実施し、養育技

術の習得及び養育技能の改善を図りました。

保護者の支援体制を強化するため、実際に

発達障がいのある子どもを育てた経験のある

人からペアレントメンターを養成し、信頼で

きる相談相手として保護者に寄り添い、相談

や情報提供を行いました。 

また、発達障がい支援センターの職員が保

育園等を訪問し、保育者や保護者に対してペ

アレントトレーニング講座を実施し、養育技

術の習得及び養育技能の改善を図りました。

保護者の支援体制を強化するため、実際に

発達障がいのある子どもを育てた経験のある

人からペアレントメンターを養成し、信頼で

きる相談相手として保護者に寄り添い、相談

や情報提供を行いました。 

また、発達障がい支援センターの職員が保

育園等を訪問し、保育者や保護者に対してペ

アレントトレーニング講座を実施し、養育技

術の習得及び養育技能の改善を図りました。

③市内保育所における障がい児支援の中心的

役割を果たす発達支援コーディネーターの配

置を進めるほか、研修による保育所職員の資

質向上や保育所への専門相談員の派遣などに

より療育体制の充実を図ります。 

児童発達支援センター（こころん）では、

巡回支援専門員（2 名）などによる地域支援

として、保育園等を巡回し、保育士や保護者

に対し障がいの早期発見や早期対応のための

助言等の支援を行いました。 

児童発達支援センター（こころん）では、

巡回支援専門員（2 名）などによる地域支援

として、保育園等を巡回し、保育士や保護者

に対し障がいの早期発見や早期対応のための

助言等の支援を行いました。 

児童発達支援センター（こころん）では、

巡回支援専門員（2 名）などによる地域支援

として、保育園等を巡回し、保育士や保護者

に対し障がいの早期発見や早期対応のための

助言等の支援を行いました。 

④また、市内すべての保育所で障がいのある

子どもの受け入れ体制を整備しています。 

引続き保育所での障がい児の受け入れを行

いました。 

引続き保育所での障がい児の受け入れを行

いました。 

引続き保育所での障がい児の受け入れを行

いました。 
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（２）学校教育の充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①個々の児童・生徒のニーズに応じた特別支

援教育を進め、特別支援学校や特別支援学級、

通級指導教室等の多様な学びの場の整備や医

療や福祉等の関係機関との連携体制の整備を

含めて、よりよいあり方を検討します。また、

児童・生徒の学習環境を充実させる観点から、

校舎等の改修や備品、教材、支援機器等の充

実も図るとともに、地域の様々な専門機関を

有効活用し、合理的配慮の提供を進めます。

特別支援教育へのニーズの高まりに対応す

るために、特別支援学級、通級教室のの整備

に努めました。26 年度に比して、小学校特別

支援学級は 12 学級の増、中学校特別支援学級

は 4学級増となりました。29 年度には、発達

通級指導教室を 8 区に配置することが決まり

ました。 

特別支援教育の専門機関として、特別支援

教育サポートセンターは、延べ 469 件の教育

相談、支援方法の検討、個別の指導計画の作

成等学校支援を行いました。 

特別支援教育へのニーズの高まりに対応す

るために、特別支援学級、通級教室の整備に

努めました。27 年度に比して、小学校特別支

援学級は 15 学級の増、中学校特別支援学級は

5 学級増となりました。小学校は発達通級指

導教室を 8区全てに配置しました。 

特別支援教育の専門機関として、特別支援

教育サポートセンターは、延べ 505 件の教育

相談、支援方法の検討、個別の指導計画の作

成等学校支援を行いました。 

特別支援教育へのニーズの高まりに対応す

るために、特別支援学級、通級指導教室の整

備に努めました。28年度に比して、小学校特

別支援学級は 22 学級の増、中学校特別支援学

級は 3学級増となりました。また，30年度高

等学校通級制度化に伴い，市立明鏡高等学校

に発達通級指導教室の設置を決定しました。

特別支援教育の専門機関として、特別支援

教育サポートセンターは、延べ 549 件の教育

相談、支援方法の検討、個別の指導計画の作

成等学校支援を行いました。 

②通常の学級に在籍する、支援や配慮を必要

とする児童・生徒について、教職員の早期の

気付きや適切な理解を深めるために、特別支

援教育コーディネーターを核として、校内に

設置している校内委員会の機能の充実を図っ

ていきます。また、校内委員会の中心となる

特別支援教育コーディネーターに対して、指

導力の向上を図るために研修内容の工夫を図

ります。 

特別支援教育コーディネーターが校内委員

会を活用し、通常の学級に在籍する特別な教

育的支援を必要とする児童生徒のスクリーニ

ングや支援方法の検討、評価を行いました。

地区コーディネーターを中心として、各区で

情報交換や支援方法の共有を図りました。ま

た、合理的配慮セミナーを開催し、指導力の

向上を図りました。 

特別支援教育コーディネーターが校内委員

会を活用し、通常の学級に在籍する特別な教

育的支援を必要とする児童生徒のスクリーニ

ングや支援方法の検討、評価を行いました。

地区コーディネーターを中心として、各区で

情報交換や支援方法の共有を図りました。ま

た、合理的配慮セミナーを開催し、指導力の

向上を図りました。 

特別支援教育コーディネーターが中心とな

り，校内委員会で通常の学級に在籍する特別

な教育的支援を必要とする児童生徒の個別の

教育支援計画の作成，合理的配慮の検討、評

価を行いました。地区コーディネーターを中

心として、各区で情報交換や支援方法の共有

を図りました。また、合理的配慮セミナーを

職位別に 3 回開催し、指導力の向上を図りま

した。 

③さらに、通常の学級や特別支援学級に在籍

する、配慮や支援が必要な児童生徒に対する

人的な支援として介助員や特別支援教育ボラ

ンティアをニーズに応じて配置をしていきま

す。 

 平成 19 年度から特別支援教育ボランティ

アを継続して募集・配置しています。平成 27

年度は、192 人が登録しています。 

 平成 19 年度から特別支援教育ボランティ

アを継続して募集・配置しています。平成 28

年度は、215 人が登録しています。 

 平成 19 年度から特別支援教育ボランティ

アを継続して募集・配置しています。平成 29

年度は、149 人が登録しています。今後も登

録を広く呼び掛けます。 
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④個別指導の充実については、障がい等があ

る児童・生徒だけでなく、通常学級に在籍す

る支援や配慮の必要な児童・生徒も、各学校

で「個別の指導計画」を作成し、一人ひとり

の特性やニーズに応じた指導・支援に取り組

むように努めます。 

 学級籍を問わず、特別な教育的支援が必要

な児童生徒については、「個別の指導計画」を

作成し、ニーズに応じた支援を行うよう、各

学校に働き掛けました。支援率は 100％、「個

別の指導計画」の作成率は60％を越えました。

 学級籍を問わず、特別な教育的支援が必要

な児童生徒については、「個別の指導計画」等

を作成し、ニーズに応じた支援を行うよう、

各学校に働き掛けました。支援率は 100％、

作成が必要な児童生徒については「個別の教

育支援計画」の作成率は 100％です。 

 特別な教育的支援が必要な児童生徒につい

ては、「個別の教育支援計画」，「個別の指導計

画」を作成し、ニーズに応じた支援を行うよ

う、各学校に働き掛けました。支援が必要な

児童生徒への支援率は 100％、特別支援学校・

特別支援学級在籍児童生徒，通級指導教室利

用児童生徒については「個別の教育支援計画」

の作成率は 100％です。 

⑤就学や進学および就労など将来の方向性に

ついて、保護者との合意形成を図りながら、

丁寧に進めていきます。 

 進路希望調査の実施を通して、進学や就労

などのニーズをつかみ、希望の実現に向けて、

進路相談や情報提供を年間を通して行いまし

た。 

 進路希望調査の実施を通して、進学や就労

などのニーズをつかみ、希望の実現に向けて、

進路相談や情報提供を年間を通して行いまし

た。 

 就学相談会や進路希望調査の実施を通し

て、進学や就労などのニーズをつかみ、希望

の実現に向けて、就学相談や進路相談，情報

提供を年間を通して行いました。 

⑥今後も、「入学支援ファイル」や「個別の指

導計画」、「個別の教育支援計画」をもとに学

校や関係機関への情報の共有化に努めるとと

もに、それらの作成率の向上に努め、次の段

階に必要な支援や配慮が適切に繋がるように

努めていきます。 

就学ガイダンスや就学相談会を通じて、保

護者に「入学支援ファイル」の作成を働き掛

け、就学のための支援のツールとして活用を

図っています。 

小学校新入生 331 人が学校に提出し、「個別

の指導計画」の作成や個別の支援等に役立て

ています。 

就学ガイダンスや就学相談会を通じて、保

護者に「入学支援ファイル」の作成を働き掛

け、就学のための支援のツールとして活用を

図っています。 

小学校新入生 315 人が学校に提出し、「個別

の教育支援計画」等の作成や個別の支援等に

役立てています。 

就学ガイダンスや就学相談会を通じて、保

護者に「入学支援ファイル」の作成・活用を

働き掛け、就学のための支援のツールとして

活用を図っています。 

小学校新入生 446 人が学校に提出し、「個別

の教育支援計画」等の作成や個別の支援等に

役立てています。今後も「入学支援ファイル」

の作成・活用を呼び掛けていきます。 

⑦また、教職員の理解促進や指導力の向上の

ため、教職員のニーズを把握しながら、総合

教育センターや特別支援教育サポートセンタ

ーで開催している特別支援教育に関する研修

会の内容の充実に努めていきます。 

 学校支援課、総合教育センター、特別支援

教育サポートセンターで連携し、特別支援教

育に関する今日的課題について研修を行いま

した。また、校長、教頭、特別支援教育コー

ディネーター等受講者のニーズに応じた研修

を実施しました。 

 学校支援課、総合教育センター、特別支援

教育サポートセンターで連携し、特別支援教

育に関する今日的課題について研修を行いま

した。また、校長、教頭、特別支援教育コー

ディネーター等受講者のニーズに応じた職位

別研修を実施しました。 

 学校支援課、総合教育センター、特別支援

教育サポートセンターで連携し、特別支援教

育に関する今日的課題について研修を行いま

した。また、校長、教頭、特別支援教育コー

ディネーター等受講者のニーズに応じた職位

別研修を実施し，全校体制で特別支援教育を

推進ました。 
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（３）放課後活動の充実 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①放課後等デイサービスなどの放課後等の居

場所づくりを推進し、学校と連携しながら障

がいのある子どもたちの放課後等活動の充実

に努めます。 

放課後等デイサービス事業（3月利用者 449

人）を継続して実施しました。 

放課後等デイサービス事業（3月利用者 634

人）を継続して実施しました。 

放課後等デイサービス事業（3 月実利用者

682 人）を継続して実施しました。 

②また、福祉施設などにおける日中一時支援

事業、ひまわりクラブでの障がい児の受け入

れなど、より身近な地域での放課後等活動の

充実を図ります。 

日中一時支援事業（利用日数 16,733 日）を

継続して実施しました。 

日中一時支援事業（利用日数 16,733 日）を

継続して実施しました。 

日中一時支援事業（利用日数 19,423 日）を

継続して実施しました。 



32 

４ 雇用促進と就労支援 

（１）雇用促進と一般就労の支援 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①新潟市障がい者就業支援センター「こあサ

ポート」を中核として、一人ひとりの障がい

特性に応じた、相談から定着までの伴走型支

援を継続するとともに、事業主からの相談に

応じるなど障がい者雇用企業の支援、拡大に

も努めます。 

新潟市障がい者就業支援センター「こあサ

ポート」において、就職を希望する障がい者

の相談から就職後の定着支援まで、一貫した

伴走型支援を関係機関（ハローワーク、新潟

障害者職業センター、福祉施設、特別支援学

校、相談支援事業所など）と連携して実施し

ました。（相談支援 2,781 件、実習 113 件、

定着支援 1,779 件） 

その結果、登録者 596 名のうち 151 名（身

体 35 名、知的 49 名、精神 63 名、難病等 4名）

が一般企業等へ就職しました。また、企業（75

社）に対して、障がい者を雇用するための支

援や、雇用後の相談等支援、企業見学会など

を行ったほか、実習・雇用先企業の開拓（44

件）を行いました。 

労働局・ハローワーク・県・本市・障害者

職業センター等行政機関や支援機関で構成さ

れる「新潟県障害者雇用促進プロジェクトチ

ーム」においては、フォーラムの開催やパン

フレット『障害者雇用のみちしるべ』を配布

することで、事業主に障がい者雇用について

の啓発を行いました。 

新潟市障がい者就業支援センター「こあサ

ポート」において、就職を希望する障がい者

の相談から就職後の定着支援まで、一貫した

伴走型支援を関係機関（ハローワーク、新潟

障害者職業センター、福祉施設、特別支援学

校、相談支援事業所など）と連携して実施し

ました。（相談支援 2,551 件、実習 101 件、

定着支援 1,985 件） 

その結果、登録者 815 名のうち 136 名（身

体 19 名、知的 37 名、精神 78 名、その他 2名）

が一般企業等へ就職しました。また、企業（111

社）に対して、障がい者を雇用するための支

援や、雇用後の相談等支援、企業見学会など

を行ったほか、実習・雇用先企業の開拓（65

件）を行いました。 

労働局・ハローワーク・県・本市・障害者

職業センター等行政機関や支援機関で構成さ

れる「新潟県障害者雇用促進プロジェクトチ

ーム」においては、フォーラムの開催やパン

フレット『障害者雇用のみちしるべ』を配布

することで、事業主に障がい者雇用について

の啓発を行いました。 

新潟市障がい者就業支援センター「こあサ

ポート」において、就職を希望する障がい者

の相談から就職後の定着支援まで、一貫した

伴走型支援を関係機関（ハローワーク、新潟

障害者職業センター、福祉施設、特別支援学

校、相談支援事業所など）と連携して実施し

ました。（相談支援 4,380 件、定着支援 3,394

件） 

その結果、登録者 1,058 名のうち 150 名（身

体 30 名、知的 37 名、精神 81 名、その他 2名）

が一般企業等へ就職しました。また、企業（89

社）に対して、障がい者を雇用するための準

備支援や、雇用後の相談等定着支援、企業見

学会などを行ったほか、職場実習の斡旋（111

件）を行いました。 

労働局・ハローワーク・県・本市・障害者

職業センター等行政機関や支援機関で構成さ

れる「新潟県障害者雇用促進プロジェクトチ

ーム」においては、フォーラムの開催（1回、

参加者 151 名）やパンフレット『障害者雇用

のみちしるべ』を配布することで、事業主に

障がい者雇用についての啓発を行いました。
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②障害者総合支援法に基づく就労移行支援、

就労継続支援事業の職業訓練により、障がい

のある人の職業準備性や働く意欲を向上させ

ると共に、関係機関との連携を図りながら障

がいのある人を雇用する企業や実習先の開拓

を行います。 

障がい者就労支援プロモーターを配置し、

障がい者雇用事業所への訪問（訪問件数 39

件）を行い、障がい者雇用に関する相談、助

言などを行いました。 

障がい者雇用奨励助成金の交付（交付件数

110 件、交付額 5,085 千円）を行い、障がい

者の職場定着を支援しました。 

障がい者チャレンジオフィス事業を実施

し、6 名の障がい者を臨時職員として雇用し

ました。（うち 4名はその後民間企業へ就職）

ジョブコーチなど就労支援制度の周知を図

るため、『障がい者の働くためのガイドブッ

ク』改訂版を発行しました。 

加えて『障がい者雇用にいがた企業探訪』

を発行し、障がい者雇用に積極的に取り組む

事業者を紹介するとともに、雇用の啓発・雇

用支援制度に関する情報提供を行いました。

障がい者就労支援プロモーターを配置し、

障がい者雇用事業所への訪問（訪問件数___

件）を行い、障がい者雇用に関する相談、助

言などを行いました。 

障がい者雇用奨励助成金の交付（交付件数

52件、交付額 1,110 千円）を行い、障がい者

の職場定着を支援しました。 

障がい者チャレンジオフィス事業を実施

し、5 名の障がい者を臨時職員として雇用し

ました。（うち 2名はその後民間企業へ就職）

ジョブコーチなど就労支援制度の周知を図

るため、『障がい者の働くためのガイドブッ

ク』を発行しました。 

加えて『障がい者雇用にいがた企業探訪』

を発行し、障がい者雇用に積極的に取り組む

事業者を紹介するとともに、雇用の啓発・雇

用支援制度に関する情報提供を行いました。

障がい者就労支援プロモーターを配置し、

障がい者雇用に関する相談、助言などを行い

ました。 

障がい者チャレンジオフィス事業を実施

し、5 名の障がい者を臨時職員として雇用し

ました。（うち 2 名はその後民間企業等へ就

職） 

特別支援学校生徒の職場実習を受け入れ、

事務補助業務の指導を行いました。 

就労移行支援やジョブコーチなど、働くた

めに利用できる就労支援制度の周知を図るた

め、『障がい者の働くためのガイドブック』

を発行しました。(2,000 部) 

加えて『障がい者雇用にいがた企業探訪』

を発行し、障がい者雇用に積極的に取り組む

事業者を紹介するとともに、雇用の啓発・雇

用支援制度に関する情報提供を行いました。

(11,000 部) 
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③職場の定着支援については、障がい者雇用

奨励助成金を引き続き支給すると共に、Ｈ26

年 2 月に結成した「新潟市障がい者雇用支援

企業ネットワーク〝みつばち〟」とも連携し、

障がいのある人の雇用に積極的に取組む企業

への支援も実施していきます。 

各企業が抱える不安や悩みの解決を図るこ

とを目的として結成した障がい者雇用支援企

業ネットワーク「みつばち(参加団体 51 団

体)」と連携し、障がい者雇用現場の見学会（1

回、参加企業 22 社、30 名）や事業者向けの

セミナー（2 回、参加企業 56 社、参加者 64

名）などを行い、障がい者雇用を推進しまし

た。 

また、上記ネットワークと共に障がい者雇

用に積極的な企業を認定する「障がい者雇用

企業認定事業」（認定企業 51 社）により、企

業への支援強化と障がい者雇用の周知啓発を

行いました。 

各企業が抱える不安や悩みの解決を図るこ

とを目的として結成した障がい者雇用支援企

業ネットワーク「みつばち(参加団体 77 団

体)」と連携し、障がい者雇用現場の見学会（1

回、参加企業 25 社、38 名）や事業者向けの

セミナー（3 回、参加企業 91 社、参加者 104

名）などを行い、障がい者雇用を推進しまし

た。 

また、上記ネットワークと共に障がい者雇

用に積極的な企業を認定する「障がい者雇用

企業認定事業」（認定企業 55 社）により、企

業への支援強化と障がい者雇用の周知啓発を

行いました。 

各企業が抱える不安や悩みの解決を図るこ

とを目的として結成した「新潟市障がい者雇

用支援企業ネットワーク“みつばち”」(参加

団体 101 団体)と連携し、障がい者雇用現場の

見学会（1回、参加者 26名）や事業者向けの

セミナー（3回、参加者 150 名）などを行い、

障がい者雇用を推進しました。 

また、上記ネットワークと共に障がい者雇

用に積極的な企業を認定する「障がい者雇用

企業認定事業（みつばち企業認定制度）」（認

定企業 74 社）により、企業への支援強化と障

がい者雇用の周知啓発を行いました。 

④また、本市が農業分野において国家戦略特

区に指定されたことを踏まえ、農業など地域

特性を生かした職域の拡大を図ります。 

労働力不足の農家と就労を希望する障がい

者（福祉施設）をマッチングする「障がい者

あぐりサポートセンター」を運営するととも

に、障がい福祉施設へ農作業を委託した農家

に対し助成を行い、農家と障がい者の相互理

解を進めました（30 農家、農作業日数延 972

日）。 

また、農業と福祉の連携事業セミナー（2

回、参加者 118 名）を開催し、周知啓発や課

題解決に努めました。 

労働力不足の農家と就労を希望する障がい

者（福祉施設）をマッチングする「障がい者

あぐりサポートセンター」を運営するととも

に、障がい福祉施設へ農作業を委託した農家

に対し助成を行い、農家と障がい者の相互理

解を進めました（50 農家、農作業日数延 1,926

日）。 

また、農業と福祉の連携事業セミナー（1

回、参加者 89 名）を開催し、周知啓発や課題

解決に努めました。 

労働力不足の農家と就労を希望する障がい

者（福祉施設）をマッチングする「新潟市あ

ぐりサポートセンター」を運営するとともに、

障がい福祉施設へ農作業を委託した農家に対

し助成を行い、農家と障がい者の相互理解を

進めました（45農家、農作業日数延1,555日）。

また、農福連携セミナーを開催し（1 回、

参加者 70 名）、周知啓発や課題解決に努めま

した。 
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（２）福祉施設等への就労の支援 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①今後も授産製品や請負業務などを市民にＰ

Ｒして販路拡大を図るとともに、施設のネッ

トワーク化による共同受注の検討など工賃を

増額するための方策について検討を進めま

す。 

福祉施設の授産製品の共同販売を行う「ま

ちなかほっとショップ」の活用や啓発イベン

トの開催により、障がい者の就労と障がいへ

の理解を図りました。 

また、市役所庁舎内における福祉施設の昼

食販売（パン・弁当・ラーメンを通年販売）

や、公共施設等における「まちなかほっとシ

ョップ」の出張販売、福祉施設がイベント・

バザー等へ参加する経費等の一部を補助する

ことにより、授産製品の周知と販路拡大に努

めました。 

福祉施設の授産製品の共同販売を行う「ま

ちなかほっとショップ」の活用や啓発イベン

トの開催により、障がい者の就労と障がいへ

の理解を図りました。 

また、市役所庁舎内における福祉施設の昼

食販売（パン・弁当・ラーメンを通年販売）

や、公共施設等における「まちなかほっとシ

ョップ」の出張販売、福祉施設がイベント・

バザー等へ参加する経費等の一部を補助する

ことにより、授産製品の周知と販路拡大に努

めました。 

福祉施設の授産製品の共同販売を行う「ま

ちなかほっとショップ」の活用や啓発イベン

トの開催により、障がい者の就労と障がいへ

の理解を図りました。 

また、市役所庁舎内における福祉施設の昼

食販売（パン・弁当を通年販売）や、公共施

設等における「まちなかほっとショップ」の

出張販売、福祉施設がイベント・バザー等へ

参加する経費等の一部を補助することによ

り、授産製品の周知と販路拡大に努めました。

②また、福祉施設の商品開発力の向上や事業

の創出に繋がるよう、積極的に他都市の参考

事例について情報提供を行います。 

農業と福祉の連携事業セミナーを開催し、

農福連携により高付加価値の商品を生産して

いる他県の事例を紹介しました。 

農業と福祉の連携事業セミナーを開催し、

農福連携により高付加価値の商品を生産して

いる他県の事例を紹介しました。 

農福連携セミナーを開催し、農福連携の取

り組みにより高付加価値の商品を生産してい

る他都市の事例を紹介しました。 

③「新潟市における障がい者就労施設等から

の物品等の調達方針」に基づき、障がい者施

設や障がいのある人を雇用している企業から

の製品の買い入れや役務の提供を、市が率先

して活用します。 

「障害者優先調達推進法」が H25.4.1 に施

行されたことを受け、本市でも障がい者優先

調達推進方針を策定し、障がい者就労施設や

障がい者多数雇用事業者優遇制度登録事業者

(11社)からの積極的な調達を市庁内へ職員研

修や電子掲示板等で呼びかけました。（Ｈ27

年度調達実績額 332,861 千円。前年度比＋

31,379 千円） 

「障害者優先調達推進法」が H25.4.1 に施

行されたことを受け、本市でも障がい者優先

調達推進方針を策定し、障がい者就労施設や

障がい者多数雇用事業者優遇制度登録事業者

(11社)からの積極的な調達を市庁内へ職員研

修や電子掲示板等で呼びかけました。（Ｈ28

年度調達実績額 339,361 千円。前年度比＋

6,499 千円） 

「障害者優先調達推進法」が H25.4.1 に施

行されたことを受け、本市でも障がい者優先

調達推進方針を策定し、障がい者就労施設や

障がい者多数雇用事業者優遇制度登録事業者

(11社)からの積極的な調達を市庁内へ職員研

修や電子掲示板等で呼びかけました。（H29

年度調達実績額 309,593 千円。前年度比▲

29,768 千円） 
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５ 生活環境の整備 

（１）住宅環境の整備 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人の生活の場を確保するた

め、各種事業を展開し、誰もが生活しやすい

住宅の提供の促進を図るとともに、住宅に困

窮する低所得の障がいのある人に配慮するた

め、市営住宅の建て替えに際しては、障がい

者向け住宅の整備を検討するほか、ユニバー

サルデザイン化を図ります。 

高齢・子育て世帯向け市営住宅整備事業（子

育て世帯向け住宅とシルバーハウジングの併

設）の基本構想において、市営住宅のユニバ

ーサルデザイン化を図りました。 

空き家活用リフォーム推進事業により、障

がい者の空き家への住み替えのためのリフォ

ーム支援し、居住環境の向上を図りました。

高齢・子育て世帯向け市営住宅整備事業（子

育て世帯向け住宅とシルバーハウジングの併

設）の基本設計において、障がい者向け住宅

の整備の検討や市営住宅のユニバーサルデザ

イン化を図りました。 

空き家活用リフォーム推進事業により、空

き家を障がい者グループホームとして活用す

るためのリフォームを支援し、居住環境の向

上を図りました。 

高齢・子育て世帯向け市営住宅整備事業

（（仮称）日和山住宅移転改築事業）の実施

設計において、障がい者向け住宅整備の検討

を行ない、2戸整備することを決定しました。。

併せて、スロープや手すりを設置するなど、

ユニバーサルデザイン化を図りました。 

空き家活用リフォーム推進事業により、空

き家を障がい者グループホームとして活用す

るためのリフォームを支援し、居住環境の向

上を図りました。 

②また、各種制度のより一層の周知を進める

ほか、民間事業者とも協力・連携しながら、

身近な地域における障がいのある人の住居の

確保を支援していきます。 

「福祉のしおり」、「新潟市すまいの融資・

助成制度の概要」等により、各種助成制度を

周知しました。 

「福祉のしおり」、「新潟市すまいの融資・

助成制度の概要」等により、各種助成制度を

周知しました。 

「福祉のしおり」、「新潟市すまいの融資・

助成制度の概要」等により、各種助成制度を

周知しました。 
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（２）安心・安全なまちづくりの推進 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①従来実施してきた事業を確実に進めるとと

もに、道路や建物、交通機関等のハード面の

バリアだけでなく、市民の心（ソフト）のバ

リアを取り除くため、市民や民間企業の意識

の向上を図り、また理解や協力を得られるよ

う福祉のまちづくり推進事業を展開していき

ます。 

新潟県福祉のまちづくり条例に基づく信号

機整備事業を実施しました。（中央区、江南

区、秋葉区、南区、西区 各1機） 

また、一般市民への啓発事業として、「ま

ちなか障がい福祉フェス2015（H27.11.1、内

容：ステージパフォーマンス 、障がいや福

祉に関するクイズ、疑似体験、まちなかほっ

とショップ障がい者施設製品の販売）」や、

「第18回新潟市民健康福祉まつり

（H27.10.18、内容：福祉手作りバザール部門

で、42団体が授産品販売などを実施。来場者：

延約19,000人）」を開催しました。 

歩行者空間のバリアフリー推進のため、歩

道段差解消を図りました。 

一般国道113号線他4路線において、無電柱

化の整備を推進しました。 

交通事業者が実施した鉄道駅におけるバリ

アフリー化設備の設計（東新潟駅エレベータ

ー設置に向けた詳細設計）を支援しました。

障がい者の歩行環境改善に向け、道路や公

新潟県バリアフリーまちづくり事業の一環

として，信号機整備事業を実施しました。（北

区、中央区、南区 各1機） 

また、一般市民への啓発事業として、「ま

ちなか障がい福祉フェス2016（H28.12.4、内

容：ステージパフォーマンス、障がいや福祉

に関するクイズ、障がいの疑似体験、まちな

かほっとショップによる障がい者施設製品の

販売）」や、「第19回新潟市民健康福祉まつ

り（H28.10.16、内容：福祉手作りバザール部

門で、40団体が授産品販売などを実施。来場

者：延約16,000人）」を開催しました。 

歩行者空間のバリアフリー推進のため、歩

道段差解消を図りました。 

一般国道113号線他4路線において、無電柱

化の整備を推進しました。 

交通事業者が実施した鉄道駅におけるバリ

アフリー化設備の整備（東新潟駅エレベータ

ー及び多機能トイレ等設置工事）及び設計（小

針駅エレベーター等設置に向けた詳細設計）

を支援しました。 

障がい者の歩行環境改善に向け、道路や公

新潟県バリアフリーまちづくり事業の一環

として，信号機整備事業を実施しました。（中

央区2機、秋葉区1機、南区1機、西蒲区1機）

また、一般市民への啓発事業として、「ま

ちなか障がい福祉フェス2017（H29.12.2、内

容：ステージパフォーマンス、障がいや福祉

に関するクイズ、障がい者スポーツ体験、ま

ちなかほっとショップによる授産製品の販

売）」や、「第20回新潟市民健康福祉まつり

（H29.10.15、内容：福祉手作りバザール部門

で、42団体が授産品販売などを実施。来場者：

延約17,600人）」を開催しました。 

歩行者空間のバリアフリー推進のため、歩

道段差解消を図りました。 

一般国道113号他2路線において、無電柱化

の整備を推進しました。 

交通事業者が実施した鉄道駅におけるバリ

アフリー化設備の整備（小針駅エレベーター

及び多機能トイレ等設置工事）を支援しまし

た。（平成30年度完了予定） 

市が主体となって運行している区バスに小

型ノンステップバス車両を3台導入し，バス利

用環境の改善を図りました。（南区バス2台・

西蒲区バス1台） 

障がい者の歩行環境改善に向け、道路や公
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共施設などのバリアフリー化を全庁的に呼び

かけ、バリアフリー化の推進を図りました。

共施設などのバリアフリー化を全庁的に呼び

かけ、バリアフリー化の推進を図りました。

共施設などのバリアフリー化を全庁的に呼び

かけ、バリアフリー化の推進を図りました。

（３）防災対策および災害時支援体制の整備 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①高齢者や障がいのある人、難病患者等、災

害時に自力で避難できない人や避難に時間を

要する人で、家族などの援護が望めない人な

どを対象に、迅速な避難支援体制が図れるよ

うに、災害時要援護者名簿を作成・更新し、

地域の自主防災組織や民生委員・児童委員な

どに配布します。 

これにより、災害時における共助の仕組み

づくりを行うとともに、日頃から地域でお互

いに助け合おうとする意識の醸成を図り、自

主防災組織や協力自治会による要援護者避難

支援計画の作成を支援します。 

災害時要援護者申請・登録制度に基づき作

成した要援護者名簿（6月・12月に更新・配付）

や、避難誘導資機材（要援護者用リアカー35

台）を地域に提供するとともに、小中学生を

対象とした防災講習会（計3回）を開催するな

ど、地域で共に助け合う要援護者避難支援体

制の強化を図りました。 

また、防災担当課や各区との対策会議を開

催し、要援護者避難支援体制の情報共有を図

りました。 

災害時要援護者申請・登録制度に基づき作

成した要援護者名簿（6月・12月に更新・配付）

や、避難誘導資機材（要援護者用リヤカー14

台）を地域に提供するなど、地域で共に助け

合う要援護者避難支援体制の強化を図りまし

た。 

また、防災担当課や各区との対策会議を開

催し、要援護者避難支援体制の情報共有を図

りました。 

災害対策基本法改正に伴い避難行動要支援

者名簿（旧災害時要援護者名簿）の作成が義

務付けられ，災害時に要支援者本人の同意の

有無に関わらず支援者等関係者に情報提供が

可能となりました。当該改正内容について関

係者に周知をはかるとともに，制度に基づき

作成した要支援者名簿（6月・12月に更新・配

付）や、避難誘導資機材（要支援者用リアカ

ー35台）を地域に提供し、地域で共に助け合

う避難行動要支援者避難支援体制の強化を図

りました。 

また、防災担当課や各区との対策会議を開

催し、避難行動要支援者避難支援体制の情報

共有を図りました。 

②また、当事者や障がい者施設などへの防災

情報の提供に努めます。 

避難勧告等の緊急を要する災害関連情報に

ついて、事前登録してある施設や当事者に対

してＩＦＡＸやＥメールにより伝達しまし

た。 

避難勧告等の緊急を要する災害関連情報に

ついて、事前登録してある施設や当事者に対

してＩＦＡＸやＥメールにより伝達しまし

た。 

避難勧告等の緊急を要する災害関連情報に

ついて、事前登録してある施設や当事者に対

してＩＦＡＸやＥメールにより伝達しまし

た。 

また，水防法並びに土砂災害防止法の改正

に伴い，要配慮者利用施設における避難確保

計画の作成及び避難訓練が義務付けられたこ

とを各対象施設に通知し，対応を促しました。
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③大規模災害により、避難所が開設された場

合には、必要に応じ福祉避難所を開設し、障

がいのある人が安心して避難生活を続けられ

るよう、障がいの特性に応じた支援を行うと

ともに、特性に応じた情報提供や必要な福祉

用具等にも速やかに対応するよう努めます。

各区に1か所ずつ福祉避難所の指定を行っ

ているほか、区で複数の福祉避難所が必要な

場合などに備え、特別養護老人ホームや障害

者支援施設（延べ61施設）とも協定を締結し

ており、引き続き災害時の避難生活において

配慮が必要な人の支援体制を確保しました。

各区に1か所ずつ福祉避難所の指定を行っ

ているほか、区で複数の福祉避難所が必要な

場合などに備え、特別養護老人ホームや障害

者支援施設（延べ61施設）とも協定を締結し

ており、引き続き災害時の避難生活において

配慮が必要な人の支援体制を確保しました。

各区に1か所ずつ福祉避難所の指定を行っ

ているほか、区で複数の福祉避難所が必要な

場合などに備え、特別養護老人ホームや障害

者支援施設（延69施設）とも協定を締結して

おり、引き続き災害時の避難生活において配

慮が必要な人の支援体制を確保しました。 
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（４）防犯・消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①グループホームや通所施設などと連携し、

障がいのある人及び家族に対する犯罪被害や

消費者被害の防止に関する出前講座を実施し

ます。 

消費者被害の未然防止と拡大防止及び自立

した消費者の育成を目指し、「市政さわやかトー

ク宅配便（計 32回・延べ926 人参加）」の活用に

より消費者学習等の支援を幅広く推進しました。

消費者被害の未然防止と拡大防止及び自立

した消費者の育成を目指し、「市政さわやかトー

ク宅配便（計 25回・延べ831 人参加）」の活用に

より消費者学習等の支援を幅広く推進しました。

消費者被害の未然防止と拡大防止及び自立

した消費者の育成を目指し、「市政さわやかトー

ク宅配便（計 24回・延べ 824 人参加）」の活用に

より消費者学習等の支援を幅広く推進しました。

②契約者・相談者の家族の協力を求めるとと

もに成年後見制度や日常生活自立支援事業の

活用に向け関係者と連携し、広く周知に努め

ます。 

日常生活自立支援事業関係機関連絡会議に

参加し、行政、公益団体、民間団体等と成年後

見制度や日常生活自立支援事業の活用などに

ついて、意見交換、情報の共有を行いました。 

また、消費生活センター内に関係資料やパン

フレットを配置する等、制度の周知に努めまし

た。 

日常生活自立支援事業（実施主体：新潟市

社会福祉協議会、契約者数 312 人（うち知的

障がい者 81 人、精神障がい者 87人））によ

り、障がい等で判断能力が不十分な方に、福

祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理の

支援などを行いました。

日常生活自立支援事業関係機関連絡会議に

参加し、行政、公益団体、民間団体等と成年後

見制度や日常生活自立支援事業の活用などに

ついて、意見交換、情報の共有を行いました。 

また、消費生活センター内に関係資料やパン

フレットを配置する等、制度の周知に努めまし

た。 

日常生活自立支援事業（実施主体：新潟市

社会福祉協議会、契約者数 314 人（うち知的

障がい者 79 人、精神障がい者 101 人））によ

り、障がい等で判断能力が不十分な方に、福

祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理の

支援などを行いました。

日常生活自立支援事業関係機関連絡会議に

参加し、行政、公益団体、民間団体等と成年後

見制度や日常生活自立支援事業の活用などに

ついて、意見交換、情報の共有を行いました。 

また、消費生活センター内に関係資料やパン

フレットを配置する等、制度の周知に努めまし

た。 

日常生活自立支援事業（実施主体：新潟市

社会福祉協議会、契約者数 317 人（うち知的

障がい者 80 人、精神障がい者 103 人））によ

り、障がい等で判断能力が不十分な方に、福

祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理の

支援などを行いました。

③犯罪被害や消費者被害の防止に当たっては

地域が一体となって取り組むことが有効であ

ることから地域・町内会などに対し、犯罪事

例や障がいのある人を対象にした被害事例を

提供します。 

市政さわやかトークとして「犯罪のない安心・

安全なまちづくりを目指して」と題して、防犯講

習会を自治会、老人会など地域住民に対して13

回(570人)実施しました。 

市政さわやかトークとして「犯罪のない安心・

安全なまちづくりを目指して」と題して、防犯講

習会を自治会、老人会など地域住民に対して13

回(376人)実施しました。 

市政さわやかトークとして「犯罪のない安心・

安全なまちづくりを目指して」と題して、防犯講

習会を自治会、老人会など地域住民に対して19

回(640人)実施しました。 
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６ 障がいを理由とした差別の解消及び権利擁護の推進 

（１）障がいを理由とした差別の解消の推進 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①現在、本市では、障がいのある人を取り巻

く状況について理解を深めるための施策を推

進することにより、障がいのある人の人格及

び人権が尊重され、社会的障壁のない共に生

きる社会を実現することを目的とした「（仮

称）障がいのある人もない人も共に生きる新

潟市づくり条例」の制定に向け検討を重ねて

います。 

この条例では、障がいを理由とした差別解

消の未然防止策として、障がいや障がいのあ

る人に対する市民への理解を深める周知啓

発・研修を実施することや条例推進会議の設

置、事後対応策として相談・紛争解決機関の

設置などを定めています。これらの取組みを

推進することで、障がいを理由とした差別の

解消等を図り、共生社会を実現していきます。

障がいを理由とした差別の解消等を図ると

ともに、共生社会の実現を目的とした「新潟

市障がいのある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」が公布（H27.10.1）されました。

条例施行（H28.4.1）に向け、「まちなか障

がい福祉フェス 2015（H27.11.1、内容：ｽﾃｰｼﾞ

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ、障がいや福祉に関するｸｲｽﾞ、疑似

体験、まちなかほっとショップ障がい者施設

製品の販売）」や、「第 18 回新潟市民健康福

祉まつり（H27.10.18、内容：福祉手作りバザ

ール部門で、42団体が授産品販売などを実施。

来場者：延約 19,000 人）」等などで条例のＰ

Ｒを行いました。 

障がいを理由とした差別について情報共有

を図るとともに、その解消に向けた協議提案

を行う「新潟市障害者差別解消支援地域協議

会の在り方検討会（主催：内閣府）」を内閣

府のモデル事業として 2回開催しました。 

市職員・事業者が障がいを理由とした差別

を行わないよう、適切に対応するため必要な

事項を定めた「障がい等を理由とする差別の

解消の推進に関する新潟市職員対応要領」や

「新潟市の事業者における障がい等を理由と

障がいを理由とした差別の解消等を図ると

ともに、共生社会の実現を目的とした「新潟

市障がいのある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」が公布（H27.10.1）されました。

条例施行（H28.4.1）に向け、「まちなか障

がい福祉フェス 2016（H28.12.4、内容：ステ

ージパフォーマンス、障がいや福祉に関する

クイズ、障がいの疑似体験、まちなかほっと

ショップによる障がい者施設製品の販売）」

や、「第 19 回新潟市民健康福祉まつり

（H28.10.16、内容：福祉手作りバザール部門

で、40団体が授産品販売などを実施。来場者：

延約 16,000 人）」等などで条例のＰＲを行い

ました。 

市職員・事業者が障がいを理由とした差別

を行わないよう、適切に対応するため必要な

事項を定めた「障がい等を理由とする差別の

解消の推進に関する新潟市職員対応要領」や

「新潟市の事業者における障がい等を理由と

障がい等を理由とした差別の解消等を図る

とともに、共生社会の実現を目的とした「新

潟市障がいのある人もない人も共に生きるま

ちづくり条例」が施行（H28.4.1）されました。

条例施行（H28.4.1）に向け、「まちなか障

がい福祉フェス 2017（H29.12.2、内容：ステ

ージパフォーマンス、障がいや福祉に関する

クイズ、障がい者スポーツ体験、まちなかほ

っとショップによる授産製品の販売）」や、

「 第 20 回 新 潟 市 民 健 康 福 祉 ま つ り

（H29.10.15、内容：福祉手作りバザール部門

で、42団体が授産品販売などを実施。来場者：

延約 17,600 人）」等などで条例のＰＲを行い

ました。 

市職員が障がいを理由とした差別を行わな

いよう、適切に対応するための必要な事項を

定めた「障がい等を理由とする差別の解消の

推進に関する新潟市職員対応要領」について

市職員向けに研修会を実施しました。また、
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する差別の解消の推進に関する対応指針」を

作成しました。 

する差別の解消の推進に関する対応指針」を

作成しました。 

「新潟市の事業者における障がい等を理由と

する差別の解消の推進に関する対応指針」の

内容に基づいたパンフレットを作成し、事業

者に対して配布しました。 
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（２）権利擁護の推進 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①「（仮称）障がいのある人もない人も共に

生きる新潟市づくり条例」の普及を進め、全

ての市民がお互いを尊重し合い、助け合い、

あらゆる差別のない共生社会の実現に向け、

障がいのある人に対する差別等に速やかに対

応します。

「新潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例」に規定する差別相談専

門の窓口の設置に向け、基幹相談支援センタ

ーの相談員を対象にした研修を実施しまし

た。 

「新潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例」に規定する差別相談専

門の窓口の設置に向け、基幹相談支援センタ

ーの相談員を対象にした研修を実施しまし

た。 

「新潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例」に規定する差別相談専

門の窓口である基幹相談支援センター及び障

がい福祉課において、差別相談や解決に向け

た話し合い・調整を実施しました。 

②障がいのある人や家族の権利擁護のため専

門相談の実施や、成年後見制度の利用に係る

費用を助成していますが、必要とする方が円

滑に利用できるよう、制度の普及に努めます。

障がい者のための無料法律相談（実施回数

6回、相談件数 14 件）や、成年後見制度利用

支援事業に取り組みました（報酬助成件数 22

件、申立て費用助成件数 0件） 

日常生活自立支援事業（実施主体：新潟市

社会福祉協議会、契約者数 312 人（うち知的

障がい者 81 人、精神障がい者 87 人））によ

り、障がい等で判断能力が不十分な方に、福

祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理の

支援などを行いました。【再掲】 

障がい者のための無料法律相談（実施回数

6回、相談件数 14 件）や、成年後見制度利用

支援事業に取り組みました（市長申立件数 3

件、報酬助成件数 28件、申立て費用助成件数

5件） 

日常生活自立支援事業（実施主体：新潟市

社会福祉協議会、契約者数 314 人（うち知的

障がい者 79 人、精神障がい者 101 人））によ

り、障がい等で判断能力が不十分な方に、福

祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理の

支援などを行いました。【再掲】 

障がい者のための無料法律相談（実施回数

6 回、相談件数 7 件）や、成年後見制度利用

支援事業に取り組みました（市長申立件数 2

件、報酬助成件数 41件、申立て費用助成件数

5件） 

日常生活自立支援事業（実施主体：新潟市

社会福祉協議会、契約者数 317 人（うち知的

障がい者 80 人、精神障がい者 103 人））によ

り、障がい等で判断能力が不十分な方に、福

祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理の

支援などを行いました。【再掲】 

③また、障がい者虐待防止センターを始めと

する虐待防止事業に取り組みます。 

平成 24 年から障がい福祉課及び各区健康

福祉課に新潟市障がい者虐待防止センターを

設置し、引き続き、相談対応や調査を実施す

るとともに必要に応じて虐待を受けた障がい

者やその家族等の支援を行ったほか、障がい

者虐待防止に向けた啓発として事業者等に対

し各種研修を実施しました。 

平成 24 年から障がい福祉課及び各区健康

福祉課に新潟市障がい者虐待防止センターを

設置し、引き続き、相談対応や調査を実施す

るとともに必要に応じて虐待を受けた障がい

者やその家族等の支援を行ったほか、障がい

者虐待防止に向けた啓発として事業者等に対

し各種研修を実施しました。 

平成 24 年から障がい福祉課及び各区健康

福祉課に新潟市障がい者虐待防止センターを

設置し、引き続き、相談対応や調査を実施す

るとともに必要に応じて虐待を受けた障がい

者やその家族等の支援を行ったほか、障がい

者虐待防止に向けた啓発として事業者等に対

し各種研修を実施しました。 
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（３）障がいと障がいのある人に対する理解の普及 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①障がいのある人を対象に行った計画策定に

係るアンケート調査では「（仮称）障がいの

ある人もない人も共に生きる新潟市づくり条

例」の認知度は、非常に低い結果となってい

ます。今後はより一層の周知・普及を図り、

各種障がいや障がいのある人に対する市民の

理解を深める取組みを行います。 

市民への啓発事業として「まちなか障がい

福祉フェス」を開催し、障がいや障がいのあ

る人への関心や理解を深めるイベントを実施

しています。

「新潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例」に対する市民の認知度

を高めるため、「まちなか障がい福祉フェス

2015（H27.11.1、内容：ステージパフォーマ

ンス、障がいや福祉に関するクイズ、疑似体

験、まちなかほっとショップ障がい者施設製

品の販売）」や、「第 18 回新潟市民健康福祉

まつり（H27.10.18、内容：福祉手作りバザー

ル部門で、42団体が授産品販売などを実施。

来場者：延約 19,000 人）」等でＰＲしました。

「新潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例」に対する市民の認知度

を高めるため、「まちなか障がい福祉フェス

2016（H28.12.4、内容：ステージパフォーマ

ンス、障がいや福祉に関するクイズ、障がい

の疑似体験、まちなかほっとショップによる

障がい者施設製品の販売）」や、「第 19 回新

潟市民健康福祉まつり（H28.10.16、内容：福

祉手作りバザール部門で、40 団体が授産品販

売などを実施。来場者：延約 16,000 人）」等

でＰＲしました。 

「新潟市障がいのある人もない人も共に生

きるまちづくり条例」に対する市民の認知度

を高めるため、「まちなか障がい福祉フェス

2017（H29.12.2、内容：ステージパフォーマ

ンス、障がいや福祉に関するクイズ、障がい

者スポーツ体験、まちなかほっとショップに

よる授産製品の販売）」や、「第 20 回新潟市

民健康福祉まつり（H29.10.15、内容：福祉手

作りバザール部門で、42団体が授産品販売な

どを実施。来場者：延約 17,600 人）」等でＰ

Ｒしました。 

②学校教育においても、副読本を作成し、早

い時期から発達段階や地域の特性に応じて、

障がいや障がいのある人に対する理解が深ま

るよう引き続き啓発を行っていきます。 

 福祉読本「誰もが心豊かに暮らせるまちづ

くり」を作成し、「共生のまちづくり条例」と

合わせて、共生社会の実現に向け理解啓発を

行いました。 

 福祉読本「誰もが心豊かに暮らせるまちづ

くり」を作成し、「共生のまちづくり条例」と

合わせて、共生社会の実現に向け理解啓発を

行いました。 

 福祉読本「誰もが心豊かに暮らせるまちづ

くり」を作成し、「共生のまちづくり条例」と

合わせて、共生社会の実現に向け理解啓発を

行いました。 

③啓発活動を通じて、障がいの有無、年齢や

性別にかかわらず、あらゆる人にとって住み

よい社会となるよう合理的配慮の必要性やユ

ニバーサルデザインの考え方を進めます。 

障がい者の歩行環境改善に向け、道路や公

共施設などのバリアフリー化や工事実施時の

適切な対応等について全庁的に呼びかけ、バ

リアフリー化の推進を図りました。 

障がい者の歩行環境改善に向け、道路や公

共施設などのバリアフリー化や工事実施時の

適切な対応等について全庁的に呼びかけ、バ

リアフリー化の推進を図りました。 

障がい者の歩行環境改善に向け、道路や公

共施設などのバリアフリー化を全庁的に呼び

かけ、バリアフリー化の推進を図りました。
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（４）福祉教育の推進 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①学校教育等を通じて、障がいや障がいのあ

る子ども・障がいのある人に対する理解を広

め、共に安心して暮らしていける社会を目指

していきます。障がいのある子どもも障がい

のない子どもも同じ社会の構成員として、お

互いの人格や個性を尊重し合える心を育むよ

う、家庭、地域、福祉施設と学校などがとも

に連携して、障がいのある子ども・障がいの

ある人とのふれあいの場や、学びあう機会を

増やしていきます。 

小・中学校では、障がいのある子どもと障

がいのない子どもが学ぶ場や居住地校交流の

場を設けるなど、交流及び共同学習の推進に

努めます。 

障がいや障がいのある子ども・障がいのあ

る人の理解を図るために、総合的な学習の時

間を活用し、障がいのある方を招いて話を聞

く、実際に体験（点字や手話、車いす等）を

する、障がいのある子ども・障がいのある人

の施設を訪問して一緒に活動するなどの体験

的な学習にも取り組んでいきます。 

また、福祉に関する理念や現状などを、分

かりやすく解説した福祉副読本を引き続き作

成し、配布します。授業での活用により、今

後も学校での啓発に努めます。

小・中学校においては、校内特別支援学級

及び市内特別支援学校児童生徒との「交流及

び共同学習」に取り組みました。また、特別

支援学校では、校区内に住所のある小・中学

校在籍児童生徒との「居住地校交流」にも取

り組みました。 

学校では、「総合的な学習の時間」などを

活用し、障がいのある方を招いて話を聞いた

り、車いす体験や障がいの疑似体験などを取

り入れたりして、理解を深めました。 

「福祉読本」を各学校に必要冊数を配置し

て授業で活用しました。28年度は、「福祉読

本」を改訂する予定です。 

小・中学校においては、校内特別支援学級

及び市内特別支援学校児童生徒との「交流及

び共同学習」に取り組みました。また、市立

東特別支援学校ではのべ26回、市立西特別支

援学校ではのべ50回、校区に住所のある小・

中学校在籍児童生徒との「居住地校交流」に

も取り組みました。 

学校では、「総合的な学習の時間」などを

活用し、障がいのある方を招いて話を聞いた

り、車いす体験や障がいの疑似体験などを取

り入れたりして、理解を深めました。 

28年度は、「福祉読本」を改訂し、各学校

に必要冊数を配置して授業で活用しました。

障がいのある子ども・障がいのある人や高齢

者について理解を深めたり、「新潟市障がい

のある人もない人も共に生きるまちづくり条

例」について学んだりしました。 

小・中学校においては、校内特別支援学級

及び市内特別支援学校児童生徒との「交流及

び共同学習」に取り組みました。また、市立

東特別支援学校ではのべ30回、市立西特別支

援学校ではのべ24回、校区に住所のある小・

中学校在籍児童生徒との「居住地校交流」に

も取り組みました。 

学校では、「総合的な学習の時間」などを

活用し、障がいのある方を招いて話を聞いた

り、車いす体験や障がいの疑似体験などを取

り入れたりして、理解を深めました。 

29年度は、教育委員会作成の「福祉読本」

を活用し，障がいのある子ども・障がいのあ

る人や高齢者について理解を深めたり、「新

潟市障がいのある人もない人も共に生きるま

ちづくり条例」について学んだりしました。
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（５）ボランティア活動の支援・推進 

施策の方向性 平成 27 年度の取組実績【H28 年 3月末現在】 平成 28 年度の取組実績【H29 年 3月末現在】 平成 29 年度の取組実績【H30 年 3月末現在】

①ボランティア活動を通して障がいのある人

の地域生活を支えたいと考える市民に、手話

や点字、要約筆記、ガイドヘルプ等を知るこ

とや学んだりすることの機会を増やすなど、

ボランティア活動を推進する人材の育成に努

めていきます。また、ボランティアに関心の

ある市民が、継続してボランティア活動に参

加できる仕組みを検討していきます。 

障がい者を支えるボランティア活動を推進

する人材育成のため、手話奉仕員養成講座（入

門課程54人、基礎課程20人、登録試験16人）

や要約筆記者養成講座（7人）、点訳講習会（平

日の部：初級8回、中級35回 休日の部：20

回）を開催しました。 

精神保健福祉ボランティア育成をテーマに

南区において「精神保健福祉ボランティア講

座（3回）」を開催しました。第1回講演・体験

発表、第2回施設見学、第3回 交流会 【再掲】

精神保健福祉業務に従事する新任者が専門

分野の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業

務を推進できることを目的に精神保健福祉に

関する基礎研修（開催回数 2回、参加者数 112

人）と、精神保健福祉業務に必要な知識を習

得し、自己スキルを点検することでスキルア

ップを図ることを目的に、精神保健福祉に関

する専門研修（開催回数 2 回、参加者数 168

人）を実施しました。【再掲】 

障がい者を支えるボランティア活動を推進

する人材育成のため、手話奉仕員養成講座（入

門課程82人、基礎課程24人、登録試験13人）

や要約筆記者養成講座（7人）、点訳講習会（平

日の部：初級8回、中級34回 休日の部：20

回）を開催しました。 

精神保健福祉ボランティア育成をテーマに

南区において「精神保健福祉ボランティア講

座（2回）」を開催しました。（第1回 講座・

体験発表、第2回 交流会） 【再掲】 

精神保健福祉業務に従事する新任者が専門

分野の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業

務を推進できることを目的に精神保健福祉に

関する基礎研修（開催回数 2回、参加者数 76

人）と、精神保健福祉業務に必要な知識を習

得し、自己スキルを点検することでスキルア

ップを図ることを目的に、精神保健福祉に関

する専門研修（開催回数 2 回、参加者数 182

人）を実施しました。【再掲】 

障がい者を支えるボランティア活動を推進

する人材育成のため、手話通訳者養成講習会

（22人）や手話奉仕員養成講習会（入門課程

61人、基礎課程22人、登録試験24人受験、う

ち合格者15人）、要約筆記者養成講習会（11

人）、点訳講習会（平日の部：初級8回、中級

34回 休日の部：36回）を開催しました。 

精神保健福祉ボランティア育成をテーマに

南区において「精神保健福祉ボランティア講

座（2回）」を開催しました。（第1回 講演会、

第2回 交流会） 【再掲】 

精神保健福祉業務に従事する新任者が専門

分野の基礎知識及び技術を習得し、円滑に業

務を推進できることを目的に精神保健福祉に

関する基礎研修（開催回数 2回、参加者数 88

人）と、精神保健福祉業務に必要な知識を習

得し、自己スキルを点検することでスキルア

ップを図ることを目的に、精神保健福祉に関

する専門研修（開催回数 2 回、参加者数 192

人）を実施しました。【再掲】 


